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一
山
城
国
伏
見
御
香
宮
神
社
・
桂
女
を
中
心
に

久

世

奈

欧

【
要
約
】
　
近
世
の
由
緒
研
究
に
お
い
て
、
由
緒
を
語
る
主
体
が
、
政
治
的
な
変
動
に
ど
う
対
処
し
た
か
、
同
一
の
由
緒
を
持
つ
主
体
と
ど
の
よ
う
に
関
係

し
た
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
神
功
皇
后
を
祭
神
と
す
る
山
城
国
伏
見
御
香
宮
神
社
と
、
神
功
皇
后
の
安
産
・
下

血
守
札
勧
化
を
行
っ
た
桂
女
を
事
例
に
挙
げ
検
討
し
た
。
近
世
に
お
い
て
、
御
香
箱
は
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
利
益
を
幕
府
へ
語
る
一
方
、
桂
女
は
勧
化

の
場
で
安
産
・
庖
瘡
除
を
語
り
、
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
慶
応
四
年
、
御
香
宮
は
幕
末
・
維
新
期
の
混
乱
を
生
き
抜
く
た
め
、
桂
女
の
守

札
勧
化
の
差
し
止
め
を
要
求
す
る
。
こ
れ
が
呪
術
的
宗
教
行
為
を
神
社
・
宮
中
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
新
政
府
の
方
針
と
合
致
し
て
い
た
た
め
、
桂
女
の

活
動
は
停
止
に
追
い
込
ま
れ
る
。
し
か
し
明
治
後
期
に
は
御
香
宮
が
桂
女
の
語
っ
た
神
功
皇
后
安
産
守
札
の
頒
布
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
御
香
宮
は
、
近

代
国
家
が
公
の
場
か
ら
排
斥
し
た
民
問
宗
教
的
な
る
も
の
を
取
り
込
み
、
個
人
の
祈
願
に
応
え
得
る
近
代
的
な
神
社
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
八
巻
五
号
　
二
〇
一
五
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
、
近
世
中
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
由
緒
や
、
歴
史
認
識
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
権
益
の
保
持
・
獲
得
の
た
め
に
語
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
由
緒
や
、
幕
末
に
お
け
る
修
陵
事
業
、
地
誌
編
纂
、
藩
祖
顕
彰
な
ど
、
多
様
な
論
点
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
は
、
由
緒
を
語
り
歴

史
を
叙
述
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
の
動
き
や
、
そ
の
由
緒
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
主
張
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
処
理
さ
れ
た
か
に
関
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し
て
は
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
、
豊
富
な
事
例
が
蓄
積
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
じ
由
緒
を
語
る
主
体
同
士
が
ど
の
よ
う
に
共
存
あ
る
い
は
競
合

し
て
い
た
の
か
、
ま
た
各
時
期
の
政
治
動
向
と
ど
の
よ
う
に
影
響
し
合
っ
た
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
未
だ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
近
世
中

後
期
か
ら
の
歴
史
意
識
の
高
ま
り
は
、
近
代
国
家
が
主
導
す
る
歴
史
顕
彰
へ
と
続
い
て
い
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
面
が
あ
る
が
、

近
世
に
由
緒
を
語
っ
て
い
た
集
団
が
近
代
へ
の
転
換
期
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
例
に
沿
っ
て
近
世
か
ら
の
連
続

と
断
絶
と
を
正
し
く
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
山
城
国
に
お
い
て
神
功
皇
后
伝
承
を
語
る
主
体
を
検
討

し
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
近
代
を
迎
え
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
考
え
た
い
。

　
神
功
皇
后
の
伝
承
は
記
紀
に
お
い
て
初
め
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
最
も
有
名
な
「
三
韓
征
伐
」
謳
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
神
功
皇
后
の
夫
・
仲
哀
天
皇
が
熊
襲
を
討
と
う
と
し
て
い
た
時
、
熊
襲
征
伐
を
止
め
て
「
有
財
宝
国
」
で
あ
る
新
羅
を
攻
め
よ
と
の
神
託
が

下
る
。
し
か
し
天
皇
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
命
を
落
と
す
。
神
功
皇
后
は
こ
れ
を
神
の
崇
り
と
し
て
新
羅
へ
の
出
征
を
決
め
る
が
、
臨
月
の
妊
婦

で
あ
っ
た
た
め
、
腰
に
石
を
挟
み
、
胎
中
の
子
に
「
帰
国
後
に
生
ま
れ
よ
」
と
言
い
聞
か
せ
て
武
内
宿
禰
ら
群
臣
を
連
れ
出
船
し
た
。
新
羅
国

王
は
神
国
・
日
本
か
ら
神
兵
が
来
た
と
悟
り
、
戦
う
前
に
降
伏
し
、
こ
れ
以
後
は
日
本
に
朝
貢
す
る
こ
と
を
誓
う
。
そ
れ
を
見
た
高
麗
と
百
済

も
日
本
へ
の
朝
貢
を
申
し
出
た
。
皇
后
は
新
羅
の
財
宝
を
船
に
積
ん
で
帰
国
し
、
筑
紫
に
着
い
た
時
に
無
事
男
児
！
の
ち
の
応
神
天
皇
を
産

ん
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
三
韓
征
伐
」
謳
は
、
新
羅
と
の
関
係
悪
化
や
蒙
古
襲
来
な
ど
現
実
の
対
外
的
緊
張
を
反
映
し
、
平
安
～
申
世
に
は
神
功
皇
后
の
仇
討

讃
へ
と
変
化
し
た
り
、
皇
后
の
軍
勢
に
加
わ
る
神
が
増
加
し
た
り
、
皇
后
が
弓
の
先
で
「
新
羅
国
ノ
大
王
ハ
日
本
ノ
犬
也
」
と
石
盤
に
書
き
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

け
る
逸
話
が
流
布
す
る
な
ど
、
変
容
を
遂
げ
る
。
塚
本
明
の
指
摘
に
よ
る
と
一
七
世
紀
中
に
は
、
神
功
皇
盾
伝
承
は
思
想
家
の
問
で
は
『
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

書
紀
騙
の
記
述
に
復
帰
す
る
一
方
、
近
世
民
衆
の
問
で
は
中
世
的
な
要
素
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
い
う
。
塚
本
は
神
功
皇
后
伝
承
を
日
本
人
の
朝

鮮
観
を
描
き
出
す
目
的
で
研
究
し
た
た
め
、
こ
の
伝
承
が
民
衆
の
申
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
様
々
な
回
路
」
は
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
う
の
み
や

れ
そ
れ
の
関
係
性
に
は
深
く
触
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
倉
地
克
直
は
備
前
国
牛
窓
の
五
香
宮
で
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
神
功

35　（709）



皇
盾
神
宝
の
開
帳
が
「
殊
の
外
帯
繁
昌
」
で
あ
っ
た
事
例
を
挙
げ
、
当
時
備
前
の
一
般
民
衆
に
は
神
功
皇
暦
伝
承
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ

　
　
　
　
　
④

と
を
述
べ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
京
都
で
は
少
な
く
と
も
備
前
よ
り
も
神
功
皇
后
の
伝
承
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
、
よ
り
一
般
的
に
浸
透
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
う
の
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ら
め

　
本
稿
で
は
特
に
、
神
功
皇
后
を
主
祭
神
と
す
る
伏
見
御
香
宮
神
社
の
動
向
を
中
心
と
し
て
、
神
功
皇
后
侍
女
の
子
孫
を
名
乗
る
桂
女
と
の
関

係
や
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
両
者
の
変
化
を
検
討
し
て
い
く
。

36 （710）

①
近
年
の
主
要
な
も
の
で
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
由
緒
を
研
究
し
た
久
留
島
浩

　
「
村
が
「
由
緒
」
を
語
る
と
き
」
（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
集

　
団
』
、
一
九
九
五
年
、
山
川
出
版
社
）
・
山
本
英
二
「
由
緒
、
そ
の
近
世
的
展
開
」

　
（
『
日
本
歴
史
』
六
三
〇
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
）
・
岩
橋
清
美
門
近
世
日
本
の
歴

　
史
意
識
と
情
報
空
間
㎞
（
二
〇
一
〇
年
、
名
著
出
版
）
・
井
上
攻
『
由
緒
書
と
近
世

　
の
村
社
会
隔
（
二
〇
〇
三
年
、
大
河
書
房
）
や
、
都
市
の
神
社
に
お
け
る
歴
史
認

　
識
を
研
究
し
た
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』
第
三
章
（
二
〇
〇
七
年
、

　
吉
廻
弘
文
館
）
、
伝
説
・
歴
史
叙
述
と
天
皇
制
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た

　
平
川
新
『
伝
説
の
な
か
の
神
』
（
一
九
九
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）
・
鍛
治
宏
介
「
仁

　
徳
聖
帝
故
事
の
展
開
」
（
噸
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
㎞
二
五
二
、
二
〇
〇
三

　
年
）
・
吉
岡
拓
欄
十
九
世
紀
民
衆
の
歴
史
意
識
・
由
緒
と
天
皇
㎞
（
二
〇
㎜
一
年
、

　
校
倉
書
房
）
・
上
田
長
生
『
幕
末
維
新
期
の
陵
墓
と
社
会
』
（
二
〇
＝
一
年
、
思
文

　
閣
出
版
）
、
藩
政
改
革
と
の
関
わ
り
か
ら
研
究
し
た
岸
本
覚
「
近
世
後
期
に
お
け

　
る
大
名
家
の
由
緒
漏
（
『
歴
史
学
研
究
』
八
二
〇
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）
・
引
野

　
亨
輔
「
近
世
後
期
の
地
域
社
会
に
お
け
る
藩
主
信
仰
と
民
衆
意
識
」
（
同
上
）
、
近

　
代
へ
つ
な
が
る
歴
史
意
識
を
検
討
し
た
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
』
（
一
九
九
八
年
、

　
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
・
高
木
博
志
呪
近
代
天
皇
制
と
古
都
㎞
（
二
〇
〇
六
年
、
岩

　
波
書
店
）
な
ど
が
あ
る
。

②
村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
中
の
中
世
日
本
』
（
一
九
八
八
年
、
校
倉
書
房
）
、
金
光

　
哲
欄
中
近
世
に
お
け
る
朝
鮮
観
の
創
出
』
（
一
九
九
九
年
、
校
倉
書
房
）
、
高
寛
敏

　
門
神
功
皇
后
物
語
の
形
成
と
展
開
」
（
『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年
）
。

③
塚
本
明
「
神
功
皇
后
伝
説
と
近
世
日
本
の
朝
鮮
観
」
（
隅
史
林
』
七
九
巻
六
号
、

　
～
九
九
⊥
ハ
年
）
。

④
倉
地
克
直
『
近
世
日
本
人
は
朝
鮮
を
ど
う
み
て
い
た
か
』
（
二
〇
〇
一
年
、
角

　
川
選
轡
）
。
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1

御
香
宮
の
神
功
皇
后
霊
験
課
の
成
立

　
御
香
衣
は
伏
見
石
井
村
に
あ
り
、
神
功
皇
后
を
主
祭
神
と
す
る
神
社
で
あ
る
。
創
建
年
代
や
神
功
皇
后
を
祀
る
由
来
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

御
香
宮
で
応
仁
元
（
～
四
六
七
）
～
文
禄
三
年
（
～
五
九
四
）
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
御
香
宮
縁
起
隔
（
以
下
『
縁
起
騙
）
に
よ
れ
ば
、

貞
観
四
年
（
八
六
二
）
に
清
和
天
皇
に
よ
り
こ
の
地
に
創
建
さ
れ
た
式
内
社
で
あ
る
と
い
う
。
『
青
苧
御
記
輪
に
は
応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ほ
か
に
御
香
宮
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
、
こ
の
頃
に
は
御
香
宮
が
伏
見
九
郷
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
『
縁

起
』
に
よ
る
と
、
御
感
心
は
応
仁
の
乱
で
焼
失
後
、
伏
見
九
郷
の
氏
子
が
鳥
居
と
宝
殿
の
み
を
再
興
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
秀
吉
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ぎ

る
大
亀
谷
山
上
へ
の
遷
宮
を
経
て
、
家
康
に
よ
り
旧
地
へ
戻
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御
香
宮
の
神
主
は
中
世
以
来
三
木
家
が
世
襲
し
、

ほ
か
に
祝
部
二
名
、
禰
宜
四
名
、
神
楽
や
湯
立
等
神
事
に
従
事
す
る
女
役
の
大
神
子
（
大
市
）
一
名
と
、
そ
の
補
佐
役
ニ
ノ
神
子
（
ニ
ノ
市
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

名
、
神
主
家
来
等
が
お
り
、
近
世
に
は
深
草
村
に
朱
印
地
三
〇
〇
石
を
持
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
で
や
ま
④

　
な
お
、
京
都
祇
園
会
に
出
さ
れ
る
山
鉾
の
一
つ
で
あ
る
、
占
出
由
の
縁
起
を
記
し
た
『
占
出
山
神
功
皇
后
縁
起
』
（
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

修
復
）
に
は
、
「
神
功
皇
后
ハ
山
城
伏
見
の
御
幸
宮
な
り
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
備
前
国
五
香
宮
の
名
称
は
、
寛
文
七
年
（
一
六

六
七
）
に
池
田
光
政
が
備
前
国
牛
窓
の
住
吉
社
を
再
興
し
た
際
に
改
名
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
同
社
が
神
功
皇
盾
の
鎧
や
腹
帯
を
社
倉
に
持

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
神
功
皇
后
の
宝
物
を
納
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
と
し
て
、
御
香
宮
（
五
香
宮
）
に
変
更
さ
れ
た
と
、
倉
地
は
推
測
し

　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
る
。
明
暦
四
年
（
一
六
五
八
）
の
名
所
案
内
記
『
京
童
跡
追
』
で
も
、
御
香
宮
は
「
神
功
皇
后
の
廟
」
と
書
か
れ
、
少
な
く
と
も
一
七
世

紀
中
葉
に
は
、
御
香
宮
が
神
功
皇
后
を
祀
る
神
社
と
し
て
　
般
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
は
、
近
世
に
御
香
宮
内
部
に
お
い
て
、
神
功
皇
后
の
由
緒
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
特
に
秀
吉
・
家
康
に
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表1　御香宮と秀吉・家康

A　義残後覚 B　御香宮縁起
@加筆部分

c　御香宮社
@法之事

D　寛文一一年

@訴状

罵　山城国伏見

@御香宮縁起
@略籠

成立年 文禄5年（1596）
寛永20（1643＞～

ｳ保元年（1645）
寛文10年置1670） 寛文U年（1671） 元禄10年（1697）

著　者 三軒 不明 神主・三木朱女 祝部・三木権之助 神主・三木口書

秀古参

q時期

文禄元年（1593）

R月
（記述なし） 朝鮮出兵前 天正年中 天正18年（1590＞

秀吉参

q理由

神功皇土三韓征伐

ﾌ嘉例を慕い，朝

N出兵の首途を行
､。

秀吉が，御香宮に

Q拝すれば出兵が

ｬ功するという夢

�ｩて参拝。成功

ｷれば社殿を建立

ｷると約束し，太
≠��[。

秀吉が，御香宮に

Q拝すれば出兵が

ｬ功するという夢

�ｩて参拝。成功

ｷれば社殿を建立

ｷると約束し，太

≠��[，300石
�香B

秀吉が，御香宮に

Q拝すれば出兵が

ｬ功するという夢

�ｩて参拝。成功

ｷれば神領をつけ
驍ｱとを約束。

秀吉に

ﾎ応し
ｽ人物

三木采女の先祖

神密左京病気のた

ﾟ，大神子（権之
武鞫c）

神馬三木善次（図

草鞫c〉

遷宮に

ﾂいて

文禄元年3月，秀

gの神功皇后夢想

ﾉより，伏見城鬼

蛯ﾌ鎮護とすべく

J宮・社殿造営，

RGO石寄附。

「異圏退治被成」

ﾉつき，秀吉が遷

{・社殿造営，
R00石寄附。

（記述無し）

文禄3年目秀吉が

S門の鎮護とすべ

ｭ遷宮・社殿造営，

c長4年秀吉遺命
ﾉより300石寄附。

家康と

ﾌ関わ

慶長8年，家康に

謔閨u大開神（神

�c后）の御麗敷

ﾈればま元の社地
ﾉ造営，御朱印。

元の社地で怪異が

ｭ生したため，慶

ｷ9年，家康によ
闕ﾄび旧地へ遷宮。

蜍T谷社殿は御旅
鰍ﾆなる。

家康が常に参拝，

縺X朱印を授かる。

家康が闘ケ原の載

｢前に当社で祈願

�ｷる。元の社地

ﾅ怪異が発生した
ｽめ，慶長10年，

ﾆ康により社地を

ﾟされる。大亀谷

ﾐ殿は御旅所に。

ｳ和元年，300石
�香B

（一

Z
四
三
）
～
正
保
元
年
（
一
六
四

こ
れ
は
記
述
内
容
か
ら
、
寛
永
二
〇

の
加
筆
部
分
（
表
一
B
）
で
あ
る
。

も
古
い
記
録
は
、
先
述
の
『
縁
起
輪

康
と
御
香
宮
と
の
関
わ
り
を
記
す
最

方
、
御
香
宮
内
で
、
秀
吉
・
家

御
香
宮
で
門
出
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

后
「
三
韓
征
伐
」
の
嘉
例
を
慕
い
、

朝
鮮
出
兵
を
志
し
た
秀
吉
は
神
功
皇

で　御
あ　漏
る⑦途

。

こ
こ
で
は
文
禄
元
年
三
月
、

の
事
」
と
い
う
項
に
お
い
て

A
）
の
、
「
秀
吉
公
御

を
も
つ
雑
談
集
『
丁
寧

功；後
宮）覚
　　』に

　　　て　表

語
ら
れ
る
の
は
、
文
禄
五
年
の
賊
文

最
初
に
秀
吉
と
御
香
宮
の
関
係
が

あ
る
。

上
の
記
述
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で

て
見
て
み
た
い
。

表

は
　N

各
史
料

対
す
る
霊
験
に
注
目
し
、
年
を
お
っ
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近世～近代初頭における神功皇后伝承（久世）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

四
）
頃
の
加
筆
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
一
、
文
禄
三
年
甲
午
、
豊
臣
太
閤
秀
吉
公
、
大
明
神
（
神
功
皇
后
・
筆
者
注
）
蒙
御
夢
想
城
干
伏
見
、
応
仁
已
来
～
百
三
拾
年
余
退
転
シ
テ
成
無
足
之
地
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
　
豊
臣
城
為
鬼
門
、
大
狼
谷
山
上
当
社
有
御
造
立
、
被
寄
附
山
脚
拝
知
行
三
百
解
者
也
、

　
　
一
、
慶
長
五
年
庚
子
、
関
原
陣
牧
、
同
八
年
癸
卯
、
征
夷
大
将
軍
源
朝
臣
家
康
公
、
大
明
神
ノ
御
屋
敷
ナ
レ
ハ
ト
テ
、
今
之
石
井
庄
本
無
二
社
頭
ヲ
有
御
造

　
　
　
営
、
御
朱
印
領
納
、

　
こ
こ
で
は
秀
吉
が
伏
見
城
の
鬼
門
の
守
り
と
す
る
た
め
に
御
香
宮
を
大
亀
谷
山
上
へ
遷
宮
し
て
三
百
石
を
与
え
た
こ
と
、
ま
た
、
旧
地
は
神

功
皇
后
の
「
御
屋
敷
」
で
あ
る
た
め
、
家
康
が
社
地
を
元
に
戻
し
て
朱
印
地
を
与
え
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
後
の
部
分
に
は
、
徳
川
頼
宣
・

頼
房
の
寄
進
を
受
け
た
こ
と
も
記
述
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
寛
文
一
〇
年
の
『
御
香
宮
社
法
之
事
蜘
（
表
…
C
）
に
お
い
て
、
朝
鮮
出
兵
と
秀
吉
に
よ
る
遷
宮
・
社
領
寄
附
が
明
確
に
関
連
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
史
料
は
、
御
香
宮
の
祝
部
三
木
権
之
助
が
、
神
主
三
木
釆
女
の
非
法
に
対
す
る
処
罰
と
、
自
ら
の
権
神
主
昇
進
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

求
め
て
起
こ
し
た
相
論
の
中
で
、
三
木
采
女
が
伏
見
奉
行
へ
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
当
該
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

一
、
御
香
宮
者
神
功
皇
后
也
、
潮
影
よ
り
愚
論
宮
屋
敷
二
御
本
社
在
野
し
を
、
秀
吉
公
一
度
伏
見
古
城
之
東
江
吉
成
御
忌
、
廻
り
拾
丁
程
之
山
を
神
山
と
号
、

社
頭
御
建
立
平
成
候
事
者
、
朝
鮮
国
御
影
発
寒
時
不
思
議
之
御
夢
想
依
在
之
、
当
社
へ
御
参
詣
被
成
、
私
先
祖
を
被
召
出
、
今
度
秀
吉
公
異
国
へ
被
為

立
候
ハ
・
、
当
社
明
神
者
軍
陣
之
守
護
神
と
成
テ
異
国
御
物
治
之
馬
齢
あ
る
べ
か
ら
ず
と
の
御
夢
想
有
リ
、
御
夢
想
之
通
、
異
国
御
退
治
被
成
候
ハ
・
、

当
社
を
御
建
立
可
被
成
旨
転
落
渡
、
其
時
御
太
刀
～
腰
宝
殿
江
御
霜
被
潮
候
、
又
融
解
御
太
刀
当
社
二
在
之
候
、
明
神
御
夢
想
之
通
少
も
た
が
ハ
す
異

国
御
退
治
被
成
候
二
は
、
此
時
当
社
を
古
城
之
東
二
御
建
立
被
成
候
而
、
則
御
社
領
三
百
石
瀬
常
吉
候
、
右
御
本
社
之
長
者
筑
前
中
納
欝
殿
之
屋
敷
二

成
候
得
共
、
神
之
御
屋
敷
な
れ
バ
色
々
異
怪
と
も
御
座
候
二
付
、
此
旨
達
　
上
聞
候
得
者
、
如
何
様
明
神
之
御
を
し
み
被
成
候
屋
敷
と
見
へ
た
り
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
へ
返
し
候
へ
と
被
仰
付
従
　
権
現
様
慶
長
九
麟
年
本
地
二
必
至
御
本
社
を
　
御
建
立
被
為
成
候
、
又
秀
吉
公
之
御
建
立
被
成
業
所
も
並
判
明
神
之
旅

所
二
仕
候
へ
と
被
謹
辞
出
、
両
屋
鋪
共
二
宮
屋
鋪
と
落
成
候
、
　
権
現
様
御
建
立
之
後
久
蓄
電
修
理
無
御
座
候
故
、
轟
轟
外
及
大
破
候
、
当
社
之
儀
者
、

39　（713）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　
な
　
レ
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
ガ
　
ぽ
　
り

　
　
　
紀
伊
大
納
言
様
、
水
戸
中
納
言
様
、
天
寿
院
様
臨
御
氏
神
二
御
座
候
故
、
従
　
権
現
様
別
而
御
尊
敬
被
遊
候
、
（
傍
線
は
筆
者
）

こ
こ
で
は
朝
鮮
出
兵
前
、
秀
吉
が
「
不
思
議
之
御
夢
想
」
に
よ
り
御
皇
宮
へ
参
拝
し
た
こ
と
、
そ
の
際
秀
吉
が
神
主
（
釆
女
先
祖
）
に
対
し
、

「
異
国
御
退
治
」
が
達
成
さ
れ
た
ら
「
当
社
を
御
建
立
」
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
際
秀
吉
に
対
応
し
た
の
は
「
私
先

祖
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
三
木
采
女
が
自
ら
の
出
自
を
飾
る
目
的
で
秀
吉
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
朝
鮮

出
兵
後
、
秀
吉
は
御
離
宮
に
社
領
三
百
石
を
与
え
、
大
亀
谷
に
社
殿
を
遷
し
た
が
、
旧
地
に
怪
異
が
発
生
し
た
た
め
、
家
康
が
旧
地
に
再
建
し
、

朱
印
地
三
百
石
を
与
え
た
と
す
る
。
さ
ら
に
は
伏
見
城
で
生
ま
れ
た
徳
川
頼
宣
・
頼
房
（
共
に
家
康
子
息
）
・
天
寿
院
（
秀
忠
子
患
、
豊
臣
秀
頼
・

本
多
忠
刻
室
）
の
氏
神
で
、
家
康
の
崇
敬
も
厚
か
っ
た
と
も
記
さ
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
と
秀
吉
に
よ
る
御
香
宮
遷
宮
・
社
領
寄
附
が
、
こ
の
寛
文
一
学
年
に
は
御
香
宮
内
で
明
確
に
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
功
皇
盾
の
加
護
の
た
め
に
朝
鮮
出
兵
が
「
成
功
」
し
た
と
い
う
霊
験
謂
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

徳
川
家
と
の
つ
な
が
り
を
主
張
す
る
点
は
『
縁
起
』
と
共
通
す
る
が
、
家
康
に
よ
る
遷
宮
は
「
異
怪
」
が
あ
っ
た
た
め
と
さ
れ
、
さ
ら
に
霊
験

の
高
さ
を
主
張
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。

　
一
方
、
翌
寛
文
一
一
年
に
采
女
の
追
放
を
求
め
る
権
之
助
か
ら
伏
見
奉
行
へ
出
さ
れ
た
訴
状
（
表
一
D
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
な
つ

　
　
⑩

て
い
る
。

　
　
～
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
正
年
中
二
秀
吉
公
異
国
御
発
向
之
暁
天
二
、
御
香
明
神
霊
幻
二
五
、
我
黒
蟻
古
へ
＝
｛
灘
ゼ
鱗
浄
せ
し
櫓
穿
后
之
神

御
社
領
参
百
石
播
三
寸
候
義
者
、

也
、
此
所
二
鎮
座
シ
テ
年
久
、
今
度
大
主
異
国
発
向
之
望
雷
魚
可
然
、

シ
テ
御
宙
笈
醒
、
秀
士
口
公
有
難
陣
起
心
召
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
我
朝
6
異
国
を
随
シ
者
朕
車
外
無
他
、
我
意
二
付
添
軍
中
墨
守
護
と
霊
幻
新
二

神
主
左
京
被
為
藩
候
所
払
病
気
二
伏
、
大
神
子
を
被
為
召
御
事
之
様
御
清
談
被
為
成
、
任
神
意
糊
着
異
国
御
進
発

之
問
於
神
前
二
瀬
念
写
抽
丹
精
候
、
御
帰
陣
之
節
ハ
当
社
造
営
昇
御
社
領
可
被
進
と
堅
々
被
為
　
仰
渡
候
、
如
霊
幻
重
安
退
治
御
帰
朝
、
直
二
御
参
詣
、

則
於
神
前
造
営
之
義
奉
行
中
江
被
為
　
細
事
、
殊
二
軍
中
江
被
為
召
候
、
備
前
長
光
金
慰
斗
付
之
御
太
刀
壱
腰
、
為
神
宝
御
奉
納
翼
成
、
御
社
領
参
百

石
被
進
、
神
主
大
神
子
可
致
守
護
、
社
人
等
も
召
抱
申
様
こ
と
被
為
　
仰
付
下
御
事
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近世～近代初頭における神功皇后伝承（久世）

　
　
一
、
東
照
宮
依
伏
見
御
在
城
二
当
社
金
轡
委
細
達
　
上
聞
二
御
信
仰
常
二
御
参
詣
之
故
、
神
威
益
々
以
重
、
依
之
、
御
神
領
御
代
々
之
御
朱
印
頂
戴
仕
侯
、

　
　
　
加
之
、
紀
伊
大
納
言
様
、
水
戸
中
納
言
様
、
依
御
産
土
神
里
ル
ニ
、
拝
殿
鳥
居
御
門
御
両
殿
様
よ
り
御
寄
進
、
天
寿
院
帯
同
御
産
神
故
、
社
頭
修
理
鳥

　
　
　
居
御
寄
進
舛
大
神
子
御
扶
持
迄
拝
領
仕
候
御
事
、
（
傍
線
は
筆
者
）

先
の
『
御
香
宮
社
法
之
事
』
と
同
様
、
秀
吉
が
夢
に
よ
っ
て
御
香
宮
へ
参
詣
し
、
朝
鮮
出
兵
が
「
成
功
」
す
れ
ば
社
殿
を
建
立
す
る
と
約
課
し

た
こ
と
、
家
康
の
信
仰
も
受
け
朱
印
を
賜
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
秀
吉
に
対
応
し
た
の
が
大
神
子
と
さ
れ
、
大
神
子
が
天
寿
院
か
ら
扶
持

を
拝
領
し
た
と
述
べ
る
の
は
、
権
之
助
が
大
神
子
家
出
身
で
あ
る
た
め
、
神
主
家
の
采
女
の
正
当
性
を
否
定
し
、
自
身
の
先
祖
の
功
績
を
強
調

す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
相
論
の
結
果
、
権
之
助
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
、
釆
女
が
伏
見
追
放
と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
以
後
の

記
録
で
は
、
秀
吉
に
対
応
し
た
の
は
大
神
子
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
秀
吉
参
拝
の
年
を
天
正
年
間
（
～
五
七
三
～
～
五
九
三
）
と
限
定
し
て
い

る
の
は
、
文
禄
三
年
の
遷
宮
や
社
領
寄
附
を
、
神
功
皇
后
の
加
護
に
よ
り
朝
鮮
出
兵
が
「
成
功
」
し
た
結
果
で
あ
る
と
強
調
す
る
た
め
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
御
香
宮
で
は
こ
の
時
期
に
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
「
成
功
」
と
社
殿
・
社
領
寄
附
が
、
神
功
皇
后
の
霊
験
謳
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
彼
ら
が
自
社
の
重
要
性
や
、
自
身
の
一
族
の
正
当
性
を
主
張
す
る
目
的
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
次
に
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
に
社
殿
修
復
を
願
い
出
る
際
、
神
主
三
木
図
書
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
山
城
国
伏
見
御
香
芝
縁
起
略
記
晦

（
表
一
£
、
以
下
『
略
記
』
）
を
見
て
み
よ
う
。

一
、
天
正
十
八
簸
年
、
豊
臣
太
閤
三
韓
を
征
し
給
ふ
の
大
志
あ
り
、
其
機
ひ
と
へ
に
当
社
明
神
の
霊
夢
を
悲
し
給
ひ
、
依
之
、
御
進
発
の
前
当
社
に
詣
給
ひ

　
祈
願
あ
り
、
即
社
司
に
蓋
し
て
の
給
ふ
は
、
若
志
願
の
こ
と
く
外
国
降
服
せ
ハ
御
祉
を
建
立
し
神
領
を
附
給
ハ
ん
と
の
給
ひ
、
金
作
り
の
御
太
刀
［
振

　
賄
肺
奉
納
し
給
ふ
、
此
時
神
主
善
次
鵬
榊
駐
魍
踏
髄
斌
初
而
太
閤
に
謁
し
奉
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
な
ぐ
ソ

一
、
文
禄
三
九
年
太
閤
始
て
伏
見
の
御
弾
を
築
き
給
ふ
劒
、
当
社
を
御
重
の
艮
隅
狼
谷
の
山
上
へ
移
し
、
御
弾
鬼
門
の
鎮
護
と
な
し
給
ふ
、
然
れ
と
も
此
時

　
未
御
神
領
の
御
沙
汰
あ
ら
す
、
太
閤
麗
去
之
後
景
遺
命
有
て
、
慶
長
四
年
始
て
御
神
領
三
百
石
を
寄
附
し
給
ふ
、
因
弦
神
主
善
次
嘗
て
祝
部
を
居
、
禰

　
宜
を
置
、
社
司
神
人
等
漸
く
全
け
れ
ハ
、
此
時
に
至
て
神
威
二
た
ひ
隆
に
利
生
ま
す
く
薪
な
り
、
　
権
現
様
伏
見
御
城
御
移
り
被
遊
の
後
、
当
社
を
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御
崇
敬
有
之
、
慶
長
五
年
東
略
の
御
時
も
先
当
社
江
御
参
詣
被
遊
、
御
丹
誠
の
御
祈
願
有
之
、
御
願
御
成
就
に
て
御
帰
城
被
遊
候
、
文
禄
三
年
太
閤
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ロ
ナ
　
ぼ
ぽ
ソ

　
社
を
狼
谷
山
上
江
移
し
給
ふ
の
後
、
其
跡
筑
前
黄
門
の
宅
地
と
な
る
、
煙
れ
と
も
此
所
往
古
明
神
御
垂
　
の
地
た
る
に
よ
り
て
、
怪
異
数
々
多
し
、
人

　
行
止
を
あ
や
し
ミ
け
れ
は
、
遂
に
　
台
聴
に
達
し
、
依
之
慶
長
十
年
　
権
現
様
板
倉
伊
賀
守
勝
重
に
被
　
仰
付
、
狼
谷
山
上
の
社
を
反
た
ひ
旧
地
今
の

　
所
へ
新
に
神
殿
を
御
造
営
有
之
、
今
の
御
社
是
な
り
、
右
狼
谷
山
の
古
宮
も
御
こ
ほ
ち
無
血
、
其
ま
・
被
指
置
、
当
社
離
宮
と
し
て
毎
年
九
月
御
神
事

　
の
節
御
旅
所
と
成
也

一
、
元
和
元
年
　
権
現
様
大
坂
御
帰
陣
の
已
後
、
山
城
国
の
深
草
村
二
而
社
領
三
百
石
の
御
朱
印
御
寄
付
、
そ
れ
よ
り
　
御
代
々
様
御
朱
印
頂
戴
仕
、
御
当

　
家
御
祈
願
所
と
し
て
憧
例
の
御
神
事
廃
怠
な
く
、
四
海
安
全
御
武
運
長
久
之
御
祈
藤
織
執
行
、
毎
年
正
月
御
祓
を
捧
、
御
　
目
見
御
暇
之
節
、
時
服
拝

　
領
仕
な
り
、
（
傍
線
は
筆
者
）
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従
前
か
ら
の
相
違
点
と
し
て
は
、
秀
吉
の
参
拝
が
天
正
一
八
年
と
特
定
さ
れ
た
こ
と
と
、
関
ヶ
原
で
の
家
康
の
勝
利
も
神
功
皇
盾
の
霊
験
に

よ
る
と
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
「
成
功
」
に
加
え
、
家
康
の
関
ヶ
原
で
の
勝
利
を
、
御
香
宮
の
神
功
皇
后
の
霊
験

課
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
た
内
容
は
、
元
禄
一
〇
年
・
一
五
年
に
寺
社
奉
行
へ
提
出
し
た
造
営
願
や
、
巡
見
に
際
し
て
の
書
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

享
保
一
六
年
（
～
七
三
一
）
前
後
の
成
立
で
あ
る
『
御
香
宮
総
説
』
（
以
下
『
総
説
画
）
な
ど
の
中
で
、
近
世
を
通
じ
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
そ
の

内
容
が
御
香
華
の
縁
起
の
ひ
と
つ
と
し
て
固
定
化
す
る
。
つ
ま
り
、
奉
行
所
の
裁
許
を
要
す
る
神
主
一
族
内
の
相
論
や
、
寺
社
奉
行
へ
の
社
殿

修
復
の
願
出
等
を
通
し
て
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
御
香
宮
の
由
緒
が
自
社
内
で
整
理
さ
れ
、
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

　
定
着
し
た
由
緒
に
あ
わ
せ
て
、
そ
の
後
少
し
ず
つ
「
物
証
」
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
総
説
隔
に
も
記
述
さ
れ
た
、
御
香
宮
神
社
文

書
「
秀
吉
公
願
状
」
は
、
秀
吉
が
「
三
韓
征
伐
」
前
に
御
香
宮
に
参
拝
し
た
際
、
朝
鮮
出
兵
が
「
成
功
」
し
た
ら
「
社
頭
光
栄
」
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
秀
吉
の
花
押
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
日
は
秀
吉
は
会
津
に
い
る
は
ず
で
あ
り
、
実
際
に
御
香
宮
へ
参
拝

し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
加
え
て
こ
の
文
書
は
『
総
説
蜘
以
前
に
は
存
在
が
確
認
で
き
ず
、
ま
た
日
付
を
天
正
一
八
年
八
月
一
一
日
と
す
る

こ
と
か
ら
、
元
禄
～
享
保
頃
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
伏
見
奉
行
な
ど
の
巡
見
に
際
し
て
提
出
さ
れ
る
神
宝
書
上
に
お
い
て
、
秀
吉
奉
納
の
太
刀
の
扱
い
が
、
「
奉
納
物
」
か
ら
「
神
宝
」

へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
き
っ
か
け
は
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
伏
見
奉
行
・
堀
直
寛
巡
見
の
時
、
堀
の
方
か
ら
「
神
宝
」
で
あ
る
秀
告
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

太
刀
を
見
せ
る
よ
う
に
、
と
の
伝
達
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
当
該
期
に
は
御
香
宮
と
秀
吉
の
関
係
は
、
あ
る
程
度
世
間
に
知

ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
示
す
物
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
元
禄
二
年
の
序
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
持
つ
貝
原
好
古
の
『
八
幡
宮
本
紀
隠
や
、
正
徳
元
年
（
一
七
　
｝
）
刊
の
名
所
記
『
山
城
名
勝
志
隔
な
ど
に
は
、
秀
吉
の
御
鷺
宮
参
拝
の
記

述
も
あ
る
。

　
御
香
宮
が
秀
吉
・
家
康
に
ま
つ
わ
る
霊
験
を
主
に
幕
府
に
向
け
て
語
る
の
は
、
御
鷺
宮
の
主
祭
神
た
る
神
功
皇
后
が
鎮
護
国
家
・
武
運
長
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
神
霊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
近
世
民
衆
は
、
神
功
皇
后
以
来
永
年
日
本
に
朝
貢
す
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
の
朝
鮮
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

朝
貢
を
怠
っ
て
い
る
の
を
、
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
に
よ
っ
て
憎
め
た
結
果
朝
鮮
通
信
使
が
来
日
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
秀
吉

が
神
功
皇
后
を
慕
っ
て
御
香
宮
を
参
拝
し
、
そ
の
加
護
を
得
て
朝
鮮
征
伐
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
逸
話
は
、
武
運
長
久
を
も
た
ら
す
御
香
宮
の

霊
験
を
高
め
る
の
に
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
。
徳
川
家
の
全
国
統
治
の
契
機
と
な
っ
た
関
ヶ
原
で
の
勝
利
に
も
、
武
運
長
久
を
も
た
ら
す
神

功
皇
盾
の
加
護
が
あ
っ
た
と
い
う
話
は
、
さ
ら
に
そ
の
霊
験
を
高
め
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
徳
川
家
自
体
が
源
氏
の
氏
神
と
し
て
八
幡
神
・
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

功
皇
后
を
崇
敬
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
御
香
気
神
主
は
造
営
願
提
出
や
訴
訟
、
巡
見
に
際
し
て
の
神
宝
書
上
な
ど
、
幕
府
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
時
に
神
功
志
願
の

武
運
長
久
の
利
益
を
語
り
、
そ
れ
は
秀
苦
や
家
康
に
ま
つ
わ
る
霊
験
謳
を
創
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
重
ね
る
こ
と
で
、
一
八
世
紀
前
半

に
は
、
御
香
宮
の
由
緒
が
自
社
内
で
整
理
・
定
着
さ
れ
、
以
後
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

2

御
香
宮
に
お
け
る
神
功
皇
后
の
利
益
主
張

こ
こ
で
御
宗
義
は
近
世
、
神
受
電
盾
に
ど
の
よ
う
な
利
益
を
付
与
し
て
い
た
の
か
を
、
語
る
対
象
に
よ
っ
て
分
け
て
考
察
し
て
み
る
。

43 （717）



　
ま
ず
は
、
幕
府
に
対
す
る
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
『
略
記
騒
に
は
神
功
皇
后
が
「
永
く
弓
矢
の
御
守
り
と
な
ら
せ
云
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
、
御

二
宮
で
は
「
四
海
安
全
御
武
運
長
久
之
御
廟
濤
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
朱
印
地
を
持
つ
神
社
と
し
て
の
祈
薦
で
あ
っ
た
。

更
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
幕
府
へ
の
提
出
書
類
等
で
は
、
秀
吉
や
家
康
の
武
運
長
久
の
霊
験
謹
を
主
張
し
て
、
訴
訟
や
修
復
を
有
利
に
進
め

よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
近
世
の
御
皇
宮
に
お
い
て
は
、
神
功
皇
后
の
利
益
は
主
に
庇
護
者
で
あ
る
幕
府
に
対
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
こ
で
は
、
幕
府
の
期
待
に
沿
う
よ
う
に
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
・
四
海
安
全
の
利
益
が
説
か
れ
て
い
た
。

　
一
方
で
、
御
箱
宮
は
正
月
・
六
月
晦
日
の
御
火
焼
神
事
の
時
な
ど
に
、
禁
裏
御
所
や
伏
見
宮
へ
の
御
礼
や
御
祓
・
火
焼
料
の
献
上
を
行
っ
て

い
る
。
寛
文
一
一
年
に
は
、
「
御
代
々
管
領
之
地
」
で
あ
る
た
め
に
、
伏
見
宮
に
対
し
中
世
以
来
御
祓
献
上
な
ど
を
続
け
て
い
る
と
し
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
花
園
院
の
産
土
神
で
あ
る
た
め
火
焼
料
を
進
上
し
て
以
来
、
禁
裏
御
所
へ
も
御
祓
を
献
上
し
て
い
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
崇
光

天
皇
以
来
の
伏
見
宮
と
の
つ
な
が
り
、
後
花
園
天
皇
以
来
の
朝
廷
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
主
張
す
る
。
こ
の
献
上
は
記
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、

中
世
以
来
の
領
主
に
対
す
る
礼
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
神
功
皇
后
の
利
益
は
重
視
さ
れ
な
い
。
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
を
保
持
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
御
香
宮
は
中
世
以
来
の
関
係
を
主
張
し
て
い
た
。

　
つ
ま
り
御
香
宮
で
は
近
世
に
お
い
て
、
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
・
四
海
安
全
の
利
益
は
主
に
庇
護
者
で
あ
る
幕
府
に
対
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、

秀
吉
・
家
康
に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
霊
験
課
が
説
か
れ
て
い
た
。
他
方
、
朝
廷
に
対
し
て
は
、
中
世
以
来
の
領
主
関
係
を
主
張
し
て
つ

な
が
り
を
保
持
し
て
い
た
が
、
神
功
皇
后
の
利
益
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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①
『
神
道
大
系
』
神
社
編
四
（
一
九
九
二
年
、
神
道
大
系
編
纂
会
）
所
収
。
制
作

　
者
は
不
明
。
創
立
か
ら
寛
永
二
〇
年
ま
で
の
記
述
が
あ
る
が
、
文
禄
三
年
か
ら
寛

　
永
二
〇
年
ま
で
の
記
述
は
、
別
製
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
　
　
『
続
群
書
類
従
㎞
補
遺
三
・
四
（
一
九
三
〇
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）
。
伏

　
見
九
郷
で
盗
難
な
ど
の
事
件
が
発
生
し
た
際
に
、
地
侍
や
郷
民
が
御
鳥
跡
に
集
ま

　
り
犯
人
の
糾
明
や
相
談
を
行
っ
た
記
事
（
応
永
二
四
年
六
月
二
日
条
、
永
享
五
年

　
（
～
四
三
三
）
閏
七
月
一
九
日
条
、
永
享
六
年
一
〇
月
四
日
条
な
ど
）
が
見
ら
れ
る
。

③
御
香
道
神
社
文
書
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
）
中
の
宗
旨
御
改
帳
や
、

　
人
別
御
蓋
帳
、
社
中
欠
員
取
調
帳
、
諸
事
内
証
之
拍
、
社
法
之
事
な
ど
。

④
占
出
山
町
文
書
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
）
。

⑤
は
じ
め
に
注
④
。

⑥
申
川
喜
里
言
。
『
増
補
京
都
叢
書
』
一
（
一
九
三
三
年
、
増
補
京
都
叢
書
刊
行
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会
）
所
収
。

⑦
糊
績
史
籍
醜
虜
㎞
七
（
一
九
三
〇
年
、
近
藤
出
版
部
）
所
収
。
愚
軒
の
編
著
。

　
高
田
衛
は
、
文
禄
年
聞
（
一
五
九
三
～
一
五
九
六
）
の
成
立
を
信
じ
て
も
よ
い
か

　
と
し
、
筆
者
の
愚
軒
は
豊
臣
秀
頼
の
御
伽
衆
と
推
定
す
る
（
『
江
戸
怪
談
集
』
上
、

　
一
九
八
九
年
、
岩
波
文
庫
）
。
笹
川
祥
生
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
秋
か
ら
慶

　
長
五
年
秋
の
聞
の
成
立
か
と
述
べ
る
（
「
槻
義
残
後
覚
㎞
考
」
、
㎎
説
話
論
集
㎞
二
、

　
一
九
九
二
年
）
。

⑧
こ
の
加
筆
部
分
に
は
文
禄
三
年
～
寛
永
二
〇
年
の
記
録
が
あ
り
、
寛
永
二
年
の

　
徳
川
直
書
に
よ
る
長
床
奉
納
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
正
保
二
年
の
頼
宣
の
石

　
灯
籠
奉
納
や
、
寛
文
七
年
前
頼
宣
の
鳥
居
建
立
な
ど
（
御
壁
塗
神
社
文
書
噸
御
香

　
宮
総
説
』
、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
前
後
の
成
立
）
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
加
筆
は
寛
永
二
〇
年
～
正
保
元
年
頃
に
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

⑨
　
御
香
宮
神
社
文
書
。
寛
文
一
〇
年
七
月
一
九
日
。

⑩
御
西
宮
神
社
文
書
噸
諸
事
内
謹
之
拍
睡
。
権
之
助
は
「
御
香
宮
元
祖
神
主
孫
」

　
を
称
す
る
。

⑪
御
香
宮
神
社
文
書
。
国
立
国
会
図
書
館
風
帯
諸
軍
神
仏
縁
起
㎞
に
は
「
京
都
伏

　
見
御
香
宮
造
営
縁
起
」
と
し
て
収
録
さ
れ
る
。

⑫
注
⑧
。

⑬
藤
井
譲
治
「
豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動
（
天
正
｝
○
年
六
月
以
降
）
」
（
藤
井
譲

　
治
編
噸
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
㎞
、
二
〇
一
一
年
、
思
文
語
出
版
）
。

二
　
神
功
皇
后
伝
承
の
ひ
ろ
が
り

1
　
桂
女
の
活
動

⑭
御
香
宮
神
社
文
書
『
御
公
儀
江
窺
之
拍
』
宝
暦
六
年
四
月
二
七
日
条
。
三
木
阿
波

　
守
宛
、
取
次
小
野
三
郎
左
衛
門
・
大
目
仙
蔵
書
状
。
堀
直
寛
（
享
保
三
（
一
七
一

　
八
）
～
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
〉
は
、
宝
暦
元
年
～
同
八
年
、
伏
見
奉
行
を
務
め
た
。

⑮
『
益
軒
全
集
挽
五
（
一
九
七
三
年
、
国
難
刊
行
会
）
所
収
。

⑯
大
島
武
好
著
。
『
京
都
叢
書
』
七
・
八
（
一
九
三
四
年
、
増
補
京
都
叢
書
刊
行

　
会
）
所
収
。

⑰
神
功
皇
后
は
中
世
以
来
、
鎮
護
国
家
・
武
運
長
久
の
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
鎌
倉
時
代
末
期
の
写
本
の
残
る
『
八
幡
愚
童
感
量
㎞
（
糊
日
本
思
想
大
系
』
二
〇
、

　
～
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
）
で
は
、
「
我
国
ノ
我
国
タ
ル
ハ
、
皇
后
ノ
皇
恩
也
扁

　
と
あ
り
、
先
述
の
『
義
血
後
覚
』
で
は
「
神
功
皇
后
、
高
麗
新
羅
百
済
国
ま
て
威

　
を
か
・
や
か
し
給
ひ
、
其
後
論
功
の
神
社
と
あ
ら
は
れ
、
な
か
く
本
朝
の
守
護
神

　
た
る
」
と
あ
る
。
畝
火
山
口
神
社
大
谷
家
文
書
（
天
理
大
学
図
書
館
所
蔵
）
「
太

　
大
神
楽
寄
帖
録
」
（
文
政
四
年
目
一
八
一
＝
）
四
月
）
で
は
、
神
功
皇
后
を
主
祭

　
神
と
す
る
軍
扇
山
口
神
社
が
武
運
長
久
の
利
益
を
主
張
し
て
い
る
。

⑱
は
じ
め
に
注
③
。

⑲
岡
野
友
彦
『
源
氏
と
日
本
国
王
臨
（
二
〇
〇
三
年
、
講
談
社
現
代
新
轡
）
。

⑳
注
⑩
。
伏
見
宮
は
崇
光
天
皇
皇
子
で
あ
る
栄
仁
親
王
に
は
じ
ま
り
、
二
代
貞
成

　
親
王
の
皇
子
・
彦
仁
親
王
が
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
即
位
し
て
後
花
園
天
皇

　
と
な
っ
て
以
来
、
家
格
が
高
ま
っ
た
と
い
う
（
『
新
版
日
本
史
辞
典
㎞
、
一
九
九
七

　
年
、
角
辮
書
店
）
。

第
一
章
で
確
認
し
た
通
り
、
御
香
宮
で
は
、
神
功
皇
后
の
由
緒
は
主
に
幕
府
に
向
け
て
語
ら
れ
、
武
運
長
久
・
四
海
安
全
の
利
益
が
う
た
わ
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れ
て
い
た
。
そ
の
｝
方
で
、
氏
子
に
対
し
て
は
、
神
功
皇
盾
の
由
緒
を
殊
更
に
語
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
え
て
神
功
皇
盾
の
利

益
を
語
ら
ず
と
も
、
中
世
以
来
の
関
係
の
中
で
、
御
香
宮
が
既
に
氏
子
の
中
で
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
御
言
動
は
伏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

見
九
郷
の
氏
子
に
と
っ
て
「
五
穀
豊
熟
万
民
安
穏
」
を
祈
願
し
、
「
家
内
安
全
之
守
」
を
頒
布
す
る
よ
う
な
、
「
伏
見
九
郷
之
惣
社
」
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

自
認
し
て
お
り
、
ま
た
御
香
宮
の
祭
は
社
外
か
ら
も
「
伏
見
中
の
総
祭
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
祭
礼
の
際
に
は
、
「
異
国
退
治
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ね
ひ
を
な
し
て
ね
り
わ
た
」
り
、
神
功
皇
后
の
鮎
釣
り
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
占
出
山
を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
氏
子
を
は
じ
め
世
間
に
向
け
て
、

毎
年
神
功
皇
后
と
御
香
宮
の
関
係
が
確
認
さ
れ
る
場
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
近
世
の
京
都
周
辺
に
お
い
て
、
神
功
皇
后
伝

承
に
触
れ
る
機
会
に
は
、
御
香
宮
の
祭
礼
以
外
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
近
世
に
は
「
桂
女
」
と
称
す
る
人
々
が
、
神
功
皇
后
守
札
を
売
り
歩
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
桂

女
は
黒
姫
と
も
呼
ば
れ
、
中
世
に
は
桂
供
御
人
（
鵜
飼
集
団
）
の
女
性
で
あ
り
、
「
勝
浦
女
」
と
も
称
し
た
た
め
、
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
て
戦
国

　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

大
名
に
重
用
さ
れ
た
と
い
う
。
桂
女
の
家
は
近
世
に
お
い
て
は
上
桂
村
の
一
〇
軒
、
下
桂
村
の
二
軒
、
上
置
羽
村
の
一
軒
が
あ
り
、
神
宮
詣
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
「
三
韓
征
伐
」
に
従
っ
た
侍
女
・
岩
田
姫
の
子
孫
を
名
乗
っ
て
、
神
功
皇
后
か
ら
賜
っ
た
安
産
に
利
益
が
あ
る
腹
帯
を
所
持
し
て
い
た
。
村

上
紀
夫
に
よ
れ
ば
、
上
桂
村
・
下
桂
村
の
桂
女
は
領
主
へ
の
年
頭
礼
や
個
人
的
な
得
意
先
へ
年
頭
礼
に
赴
き
飴
を
献
上
す
る
他
は
、
通
常
は
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

業
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
れ
に
対
し
上
鳥
羽
村
の
桂
女
は
、
三
河
時
代
の
家
康
の
御
陣
女
郎
・
於
亀
之
方
の
付
添
と
し
て
桂
女
が
召
さ
れ
、
勝
利
を
齎
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

由
緒
を
語
っ
て
江
戸
城
な
ど
に
参
じ
、
家
康
の
勝
利
を
神
功
皇
盾
の
武
運
長
久
利
益
に
よ
る
も
の
だ
と
語
っ
て
い
た
。
大
田
南
畝
の
『
家
伝
史

⑪庭
竃
に
収
め
ら
れ
た
「
山
城
国
紀
伊
郡
上
鳥
羽
村
桂
女
由
緒
聞
ウ
ツ
シ
井
僻
案
下
書
」
の
中
に
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
関
東
へ
下
向

中
だ
っ
た
上
鳥
羽
村
桂
女
の
夫
・
中
澤
右
兵
衛
か
ら
の
聞
書
き
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
上
露
羽
村
の
桂
女
が
家
康
と
の
由
緒
の
た
め
に
、

村
棟
役
を
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
江
戸
下
向
の
際
の
伝
馬
の
使
用
を
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
江
戸
逗
留
中
の
扶
持
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

屋
敷
が
除
地
で
あ
る
こ
と
、
老
中
・
若
年
審
な
ど
に
も
回
礼
し
江
戸
城
本
丸
で
将
軍
に
謁
見
で
き
る
こ
と
な
ど
、
幕
蔚
か
ら
多
数
の
特
権
を
得

46　（720）
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て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
な
お
享
保
六
年
に
は
江
戸
城
登
城
の
た
め
に
人
馬
の
朱
印
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
正
徳
六
年
二
月
に
は
、

「
近
年
別
而
困
窮
」
の
た
め
、
「
所
持
之
田
畑
」
の
除
地
を
求
め
て
江
戸
へ
上
っ
て
い
る
。
こ
の
時
に
も
、
上
鳥
羽
村
の
桂
女
は
、
自
分
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
神
功
皇
盾
侍
女
の
末
窩
で
あ
る
こ
と
、
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
の
利
益
、
そ
し
て
家
康
に
武
功
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
桂
女

も
ま
た
御
香
宮
と
岡
様
に
、
幕
府
に
対
し
て
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
の
利
益
を
語
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
桂
女
は
、
宝
暦
二
年
の
洛
中
洛
外
を
皮
切
り
に
、
幕
府
の
許
可
と
保
護
を
得
て
、
山
城
・
摂
津
・
河
内
・
播
磨
・
江
戸
・
甲
斐
・
武

蔵
な
ど
で
、
触
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
慶
応
三
年
ま
で
四
一
回
の
御
免
勧
化
を
行
う
。
勧
化
と
は
、
寺
社
の
造
営
等
の
た
め
、
幕
府
の
許
可
を

得
て
一
定
期
間
一
定
地
域
に
お
い
て
募
金
活
動
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
特
に
幕
府
の
便
宜
が
得
ら
れ
る
も
の
を
御
免
勧
化
と
い
う
。
桂
女
は
勧

化
に
先
立
っ
て
触
を
出
し
て
も
ら
い
、
「
神
功
皇
后
之
安
産
庖
瘡
之
守
」
を
売
り
広
め
て
い
た
。
時
に
は
町
代
や
惣
会
所
な
ど
が
代
金
の
と
り

ま
と
め
を
手
伝
っ
て
い
た
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
勧
化
活
動
は
、
「
名
代
」
「
役
人
」
を
組
織
し
た
極
め
て
広
範
囲
な
活
動
で
あ
っ
た
が
、
明
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

四
年
頃
に
は
、
「
公
儀
に
よ
る
触
れ
を
利
用
し
た
半
ば
強
制
的
な
集
金
の
制
度
」
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
桂
女
は
勧
化
に
お
い
て
、
神
功
皇
盾
の
安
産
・
庖
瘡
除
の
利
益
を
う
た
い
、
「
神
功
皇
后
之
安
産
庖
瘡
風
守
」
を
売
り
広
め
る
が
、
大
坂
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

郷
で
は
船
中
安
全
器
の
勧
化
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
大
坂
で
の
触
に
は
神
功
皇
后
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
摂
津
国
住
吉
郡
住
吉
社
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ど
も
神
功
皇
后
の
渡
海
安
全
守
護
の
利
益
を
語
る
こ
と
か
ら
、
神
功
皇
后
の
利
益
に
よ
る
守
札
と
考
え
ら
れ
る
。
桂
女
が
守
札
を
配
る
土
地
の

需
要
に
合
う
よ
う
、
利
益
を
変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
山
城
国
で
は
桂
女
の
「
安
産
庖
瘡
寝
言
」
勧
化
の
触
は
、
宝
暦
二
年
を
初
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
し
て
慶
応
四
年
ま
で
、
＝
ハ
度
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
神
功
皇
盾
の
安
産
・
庖
瘡
除
お
よ
び
、
船
中
安
全
の
利
益
を
広
め
る

こ
と
に
一
役
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
通
り
、
桂
女
は
主
に
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
利
益
と
、
そ
の
利
益
に
よ
り
家
康
の
武
功
を
支
え
た
こ
と
を
語
っ
て
、
徳
川
家
に
経
済

的
支
援
や
御
免
勧
化
の
許
可
を
求
め
た
。
一
方
で
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
行
う
勧
化
の
場
で
は
、
罠
衆
に
対
し
て
神
功
皇
后
の
安
産
・
庖
瘡
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除
・
船
中
安
全
の
利
益
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
神
功
皇
后
に
ま
つ
わ
る
由
緒
を
も
つ
桂
女
は
、

を
変
化
さ
せ
て
い
た
。

2

桂
女
と
御
香
宮
神
社

語
る
対
象
に
よ
っ
て
そ
の
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
こ
の
桂
女
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
や
玄
馬
務
が
桂
女
は
御
香
宮
の
神
主
の
娘
で
あ
る
と
し
、
中
山
太
郎
が
桂
女
は
御
蓮
宮
に
附
属
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
ど
と
述
べ
て
以
降
、
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
桂
女
は
御
迷
宮
に
奉
仕
す
る
者
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
近
世
に
お
け
る
御

香
道
と
桂
女
の
関
係
を
確
認
し
た
い
。
し
か
し
管
見
の
限
り
、
御
香
宮
神
社
文
書
や
、
桂
女
の
家
の
文
書
に
は
両
者
の
つ
な
が
り
を
記
し
た
も

の
が
な
い
の
で
、
主
に
近
世
の
随
筆
の
中
か
ら
、
両
者
に
触
れ
た
も
の
を
挙
げ
、
表
に
し
た
（
表
二
）
。
そ
れ
ら
を
年
代
順
に
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
ず
は
、
第
一
章
で
も
触
れ
た
、
『
義
残
後
覚
隠
の
「
秀
吉
公
主
功
宮
に
て
御
首
途
の
事
」
の
項
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
桂
女
は
登
場
し
な
い

が
、
後
の
書
物
に
引
用
さ
れ
る
の
で
、
全
文
を
抜
き
出
す
。

　
A
義
残
後
覚
（
文
禄
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
　

　
文
禄
元
年
三
月
朔
日
最
上
吉
日
と
申
に
よ
っ
て
、
其
前
日
に
太
閤
伏
見
御
功
の
宮
に
て
御
首
盲
あ
る
へ
し
と
て
、
諸
臣
を
御
供
に
て
御
参
詣
ま
し
ま
す
、
其

　
儀
式
ま
こ
と
に
厳
重
な
り
、
神
主
も
か
ね
て
承
は
り
し
か
は
、
神
前
を
か
さ
り
座
席
を
設
御
前
に
伺
僻
す
、
太
閤
神
前
に
む
か
は
せ
た
ま
ひ
て
、
御
立
願
の

　
事
と
も
信
心
肝
心
に
徹
し
て
そ
見
え
さ
せ
給
ふ
、
そ
の
・
ち
仰
せ
い
た
さ
れ
け
る
は
、
一
は
当
社
の
神
主
な
る
か
、
さ
ん
候
と
申
、
我
本
朝
の
武
将
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

　
　
四
海
静
認
の
功
を
立
、
万
民
無
事
の
政
法
を
ま
も
る
、
し
か
の
み
な
ら
す
高
下
を
退
治
し
て
本
朝
の
威
を
｝
天
に
か
・
け
ん
と
お
も
ふ
な
り
、
し
か
れ
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ソ
　
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
社
昔
時
三
韓
を
罰
し
給
ひ
、
い
ま
に
い
た
っ
て
わ
か
て
う
無
み
な
り
、
そ
の
旧
例
を
引
き
て
当
社
に
て
門
出
を
な
し
、
こ
・
ろ
の
ま
・
に
し
た
か
へ
る
に
お

　
　
み
て
は
、
帰
陣
の
の
ち
｝
か
と
造
営
す
へ
き
そ
や
、
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
は
、
一
計
う
け
給
は
つ
て
、
御
亀
の
こ
と
く
神
功
皇
盾
、
高
麗
新
羅
百
済
国
ま
て
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ
ソ

　
を
か
・
や
か
し
給
ひ
、
其
後
御
門
の
神
社
と
あ
ら
は
れ
、
な
か
く
本
朝
の
守
護
神
た
る
へ
し
と
の
段
ち
か
ひ
な
れ
は
、
御
願
い
か
て
か
む
な
し
か
ら
ん
、
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
国
よ
り
わ
か
く
に
他
の
人
よ
り
も
わ
か
入
を
ま
も
ら
ん
と
の
御
託
宣
な
れ
は
、
今
度
の
弓
箭
御
利
運
う
た
か
ひ
あ
る
へ
か
ら
す
、
著
た
の
も
し
く
思
召
候
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近世～近代初頭における神功皇后伝承（久世）

表2　御香宮と桂女

A義残後覚 B　三木権之助
@　訴状 C　塩尻 D　腐縄集 E　安斎随筆 F　嬉遊笑覧

伊勢貞丈

作　者 愚軒
三木権之助

i御星宮祝部）
天野信景

五世大中庵関立

u
（寧保2（1717）

`天明4年
喜多村信節

（1784）

成　立 文禄5年（1596） 寛文11年（1671＞
元禄10（1697）～

摯ﾛ18年（1733）
宝暦11年（1761） 未詳 文政13年（1830）

文禄元年，秀吉，

天正年中，秀吉， 御香宮にて朝鮮

文禄元年3月1 御香宮にて朝鮮 出兵の首途を行

日，秀吉，御香 出兵成功の祈願。 文禄元年朝鮮出 文禄元年朝鮮出 う。女性神主
御香宮 宮にて朝鮮出兵 神主左京が病気 兵前日，秀吉， 兵前日，秀吉， 「市女」が対応。

につい の首途を行う。 のため，大神子 なし 御香宮にて朝鮮 御香宮にて朝鮮 御香宮神主「出

て 女性の神主「一 （＝大市）が対 出兵の首途を行 出兵の首途を行 女」（A＞＝山崎

（；三木）」が 応。帰陣の際の う。 う。 の辺に至りで門

対応。 当社造営・社領 出を祝った桂女

寄進を約束。 （C・D）薫獣
見の桂女」（E）

桂女に

ﾂいて
なし なし

伏見の桂姫は
縺X同号。神功
c后の霊を奉祀。

j姫が家主で，

ｻの夫は家司の

謔､である。
栫X江戸に来て，

秤ﾆへも出入す
驕B

朝鮮出兵当日，

ﾚ楽出陣の際，

j女が山崎の辺
閧ﾅ首途を祝い，

_功皇后の認例

ﾆして秀吉に捧

ｨをし，衣服金

笂凾�窒驕B

朝鮮出兵当日，

ﾚ楽出随の際
j女が山崎の辺
閧ﾅ首途を祝い，

_功皇后の嘉例

ﾆして秀吉に捧

ｨをし，衣服金

笂凾�窒驕B

現在，江戸に来

ﾄ諸家に出入す

骭j女は，桂の

｢より来るとい

､ので，「伏見

ﾌ桂姫（＝白
浴j」（E）とは

痰､ものである。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
秀
吉
が
御
香
宮
に
お
い
て
朝
鮮
出

兵
の
門
出
を
行
っ
た
際
、
「
当
社
の
神
主
」
の
女
性

コ
」
1
1
「
三
木
」
が
秀
吉
を
祓
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
＝
」
と
は
、
御
香
宮
で
神
子
を
さ
す
、
「
市
」

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
御
香
宮
の
神

子
は
「
市
」
と
呼
ば
れ
、
特
に
筆
頭
の
神
子
（
大
神
子
）

を
「
大
弓
」
と
呼
ぶ
が
、
第
一
章
で
と
り
あ
げ
た
寛
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
一
年
三
木
権
之
助
訴
状
（
B
）
で
も
、
秀
吉
の
朝
鮮

け
う
し
た
て
ま
つ
り
て
、
鋤
き
け
ん
よ
く
還
御
お
は
し

ま
し
け
り
、
（
傍
線
は
筆
者
）

一
は
心
も
か
し
こ
く
み
め
も
よ
き
女
は
う
か
な
、
我
帰

陣
の
・
ち
、
い
よ
く
み
め
を
よ
く
し
て
と
ら
す
へ
き

そ
、
丹
誠
を
ぬ
き
ん
つ
へ
し
、
と
三
山
け
れ
は
、
人
々

ま
つ
り
け
れ
は
、
太
閤
い
か
・
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
、

へ
、
と
申
さ
れ
け
れ
は
、
太
閤
大
に
御
感
悦
あ
っ
て
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

ち
飽
に
て
三
木
を
三
々
九
と
い
は
・
せ
給
ひ
て
、
そ

の
・
ち
諸
臣
へ
そ
下
さ
れ
に
け
る
。
か
く
て
御
盃
も
お

さ
ま
り
け
れ
は
、
一
殿
御
ま
へ
を
つ
む
と
立
て
神
前
に

た
て
し
金
吊
を
も
つ
て
、
秀
吉
公
を
三
と
は
ら
ひ
た
て
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⑱

出
兵
成
功
の
祈
願
を
行
っ
た
の
は
「
大
神
子
」
、
つ
ま
り
三
木
家
の
女
性
で
あ
る
当
市
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
尾
張
藩
士
天
野
信
景
が
記
し

た
随
筆
『
塩
尻
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
C
塩
尻
（
元
禄
一
〇
～
享
保
一
八
年
）

　
伏
見
の
晶
帯
は
代
々
同
號
を
傳
へ
、
神
功
皇
后
の
霊
を
奉
祀
す
、
さ
れ
は
媛
は
家
主
の
如
に
し
て
、
其
夫
は
家
司
の
如
し
、
男
子
生
す
れ
は
他
に
養
は
し
め
、

　
女
生
る
れ
は
頓
て
家
号
を
継
し
め
侍
る
と
か
や
、
時
々
東
都
に
参
り
、
諸
家
へ
も
出
入
す
、
錦
に
て
製
せ
る
帽
を
戴
く
、
伝
へ
云
、
神
功
皇
孫
三
韓
征
伐
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
時
服
し
ま
し
ま
せ
し
御
冑
を
学
ふ
と
か
や
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
伏
見
の
桂
姫
」
と
い
う
者
達
が
い
て
、
神
功
皇
后
の
霊
を
祀
り
、
時
々
江
戸
へ
来
て
諸
家
へ
出
入
り
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
と
御
宵
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
柳
田
国
男
は
、
「
伏
見
の
里
に
は
、
伏
見
の
桂
女
と
云
ふ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
居
っ
て
、
そ
れ
は
御
香
の
宮
の
神
主
の
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
色
々
の
書
に
見
え
て
居
る
」
と
す
る
が
、
「
伏
見
の
桂
女
」
は
桂
女
自
身
の

　
⑳
　
　
　
　
　
⑳

記
録
や
他
の
書
物
で
も
、
『
塩
尻
』
の
引
用
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
見
ら
れ
な
い
。
加
え
て
『
塩
尻
』
で
も
「
東
都
に
参
り
」
と
あ
る
の
で
、

天
野
が
上
鳥
羽
の
桂
女
を
誤
っ
て
「
伏
見
の
桂
姫
」
と
言
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
伏
見
に
あ
る
御
香
草
が
神
功
皇
后
を
祀
る

神
社
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
宝
暦
＝
年
の
序
を
持
つ
俳
人
・
五
世
大
中
庵
関
立
志
の
随
筆
『
腐
草
集
』
を
見
て
み
よ
う
。

　
D
『
腐
親
集
』
（
宝
暦
＝
年
序
）

　
豊
臣
太
閤
、
文
禄
元
年
朝
鮮
征
伐
と
し
て
進
発
の
時
、
伏
見
御
二
宮
に
参
詣
せ
ら
る
。
然
し
て
後
日
、
聚
楽
出
陣
の
醐
、
桂
女
山
崎
の
辺
に
至
り
て
太
閤
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
行
陣
に
近
づ
き
、
異
国
征
伐
の
首
途
を
祝
し
、
神
女
皇
厨
の
嘉
例
を
追
て
捧
物
を
な
せ
り
。
こ
の
と
き
太
閤
よ
り
、
衣
服
金
銀
等
を
賜
る
と
也
、

こ
こ
で
は
、
御
孝
心
参
詣
の
す
ぐ
後
に
、
桂
女
に
つ
い
て
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
両
者
は
関
係
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
伊
勢
貞
丈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
享
保
二
～
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
）
の
随
筆
『
安
斎
随
筆
』
（
E
）
に
は
、
D
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぶ
よ

　
桂
女
と
御
香
宮
の
関
係
に
直
接
的
に
触
れ
る
の
は
、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
序
を
持
つ
喜
多
村
儒
節
の
『
嬉
遊
笑
覧
蜘
で
あ
る
。
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近世～近代初頭における神功皇后伝承（久世）

　
F
嬉
遊
笑
覧

　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
安
斎
随
筆
に
、
天
中
庵
立
志
が
浮
繊
集
に
委
し
く
記
せ
り
、
そ
の
大
よ
そ
は
（
中
略
）
豊
臣
太
閤
文
禄
元
年
朝
鮮
征
伐
に
進
発
の
時
先
日
伏
見
御
香
華
に
参

　
詣
せ
ら
る
、
満
て
後
聚
楽
出
陣
の
劒
桂
女
山
崎
の
辺
に
至
り
首
途
を
祝
し
奉
り
、
神
功
皇
后
の
嘉
例
と
て
物
捧
を
な
せ
り
、
此
時
太
閤
よ
り
衣
服
金
銀
等
を

　
賜
る
と
な
り
。
按
る
に
享
年
後
覚
盤
渓
五
太
閤
御
香
宮
に
詣
ら
れ
し
時
、
神
主
女
の
市
女
な
る
者
神
前
の
金
幣
を
持
て
公
を
三
度
祓
い
奉
る
、
公
笑
は
せ
給

　
ひ
て
市
は
心
も
賢
く
み
め
も
よ
き
女
房
か
な
と
の
給
ふ
と
有
り
、
山
崎
ま
で
出
て
首
途
を
祝
し
奉
り
し
は
此
市
女
な
る
べ
し
、
「
塩
尻
」
に
伏
見
の
桂
女
は

　
代
々
同
異
を
傳
へ
て
神
功
皇
后
の
霊
を
奉
祀
す
と
い
へ
る
是
也
、
但
し
今
東
都
に
参
り
諸
家
に
も
出
入
り
す
と
い
へ
る
は
桂
の
里
よ
り
来
れ
る
と
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
「
塩
尻
」
の
説
誤
れ
り
、

　
喜
多
村
は
、
A
・
C
・
D
・
E
を
根
拠
に
、
御
芳
書
神
主
の
女
性
「
市
女
」
1
1
桂
女
で
あ
る
と
し
、
ま
た
C
で
早
う
「
伏
見
の
桂
姫
」
の
存

在
は
認
め
つ
つ
も
、
江
戸
へ
上
る
桂
女
と
は
伏
見
（
御
香
宮
）
か
ら
で
は
な
く
、
桂
の
里
か
ら
来
る
別
の
桂
女
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
御
香
宮

神
主
「
市
女
」
（
A
）
と
、
山
崎
の
辺
り
で
秀
吉
の
首
途
を
祝
っ
た
「
桂
女
」
（
D
・
E
）
を
同
一
の
者
と
す
る
根
拠
は
な
く
、
続
け
て
書
か
れ

て
い
た
た
め
に
、
同
一
の
人
物
だ
と
喜
多
村
が
読
み
誤
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
説
を
補
強
し
た
で
あ
ろ
う
「
伏
見
の
桂
姫
」

（
C
）
と
い
う
言
葉
も
、
天
野
に
よ
る
誤
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
御
香
宮
神
主
の
女
性
“
桂
女
と
い
う
説
は
成
り
立
た

な
い
。
こ
れ
は
、
御
香
春
の
大
禄
と
桂
女
が
、
共
に
神
功
皇
后
に
関
係
す
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
A
・
C
の
記
述
か
ら
、
喜
多

村
が
知
っ
て
い
た
た
め
に
混
同
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
御
香
宮
神
主
（
ま
た
は
そ
の
娘
）
が
桂
女
だ
と
い
う
説
は
、
明
治
期
に
『
日
本
社
会
事
彙
瞭
・
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
が
、
昭
和
に
な
っ
て
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
国
男
が
、
共
に
『
嬉
遊
笑
覧
隠
を
引
い
て
述
べ
る
以
前
に
は
、
他
の
記
録
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
御
香
煙
の
置
市
に
も
、
桂
女
と
し
て
の
活
動
の
記
録
は
…
切
な
い
。
加
え
て
、
触
や
名
所
図
絵
で
桂
女
の
居
所
に
御
香
宮
が
挙
げ
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
桂
女
の
方
か
ら
も
御
香
宮
に
言
及
し
た
史
料
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
世
に
お
い
て
は
御
香
宮
と
桂
女
と
は
関
係
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
喜
多
村
信
節
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に
よ
っ
て
混
同
さ
れ
た
後
、
十
分
に
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
、
桂
女
は
御
香
宮
に
属
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
説
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
混
同
は
、
同
じ
山
城
国
に
お
い
て
神
功
皇
盾
由
緒
を
語
る
二
者
が
共
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

3

神
功
皇
后
安
産
利
益
の
広
ま
り

　
さ
ら
に
、
山
城
国
に
お
い
て
神
功
皇
后
の
伝
承
が
語
ら
れ
る
場
に
、
祇
園
会
が
あ
る
。
近
世
に
は
、
祇
園
会
の
山
鉾
の
由
来
を
記
し
た
案
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

書
幅
が
多
く
出
版
さ
れ
て
お
り
、
各
山
鉾
の
由
来
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
出
征
船
鉾
・
凱
旋
船
鉾
・
占
出
山
の

三
つ
は
、
神
功
皇
后
の
伝
承
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
ま
ず
凱
旋
船
鉾
は
、
応
仁
の
乱
以
前
か
ら
存
在
す
る
鉾
で
あ
り
、
中
世
的
な
神
功
皇
后
伝
承
に
見
ら
れ
る
、
神
功
皇
盾
・
住
吉
明
神
・
鹿
島

明
神
・
安
曇
磯
良
が
「
三
韓
征
伐
」
か
ら
帰
っ
て
く
る
場
面
を
表
す
。
桂
女
の
安
産
庖
瘡
守
札
勧
化
触
が
初
め
て
洛
中
洛
外
に
出
さ
れ
た
宝
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
年
に
近
い
、
宝
暦
七
年
の
『
山
鉾
由
来
記
』
に
は
、
凱
旋
船
鉾
に
つ
い
て
、
「
婦
人
懐
妊
の
時
、
こ
の
（
神
功
皇
后
の
・
筆
者
注
）
尊
像
に
腹

帯
を
備
へ
祈
誓
し
て
帯
す
れ
ハ
安
産
す
る
な
り
、
七
日
十
四
日
共
に
舟
の
影
に
此
前
を
す
る
三
富
」
と
あ
り
、
　
八
世
紀
中
頃
に
は
安
産
利
益

を
う
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ユ
ツ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
占
出
山
は
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
の
噸
祇
園
会
山
鉾
次
第
』
の
記
事
に
、
「
神
壁
掛
輝
国
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
神
功
皇
后
が
鮎
を

釣
っ
て
「
三
韓
征
伐
」
の
戦
果
を
占
っ
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
逸
話
に
基
づ
き
、
鮎
を
釣
り
上
げ
る
神
功
皇
后
像
を
載
せ
る
。
ま
た
文
政

七
年
（
一
八
二
四
）
の
『
祇
園
会
旧
記
』
で
は
、
占
出
山
町
は
「
当
町
に
伝
わ
る
処
の
御
腹
帯
は
神
功
皇
后
の
御
守
に
し
て
」
「
懐
胎
の
女
人
安

産
の
た
め
紅
白
の
い
わ
た
帯
を
持
参
し
て
神
体
（
神
功
皇
解
像
・
筆
者
注
）
に
ま
き
て
戴
く
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
安
産
の
祈
願
が
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
ま
た
出
征
船
鉾
は
、
応
仁
の
乱
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
「
三
韓
征
伐
」
出
征
に
際
し
、
安
曇
磯
良
が
神
功
皇
后
に
宝

珠
を
奉
る
と
い
う
、
中
世
に
創
ら
れ
た
逸
話
を
モ
チ
ー
フ
に
し
、
神
功
皇
后
・
安
曇
磯
良
と
大
将
軍
の
住
吉
明
神
、
副
将
軍
の
鹿
島
明
神
の
人

52　（726）
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⑩

形
を
載
せ
る
。
こ
の
鉾
で
は
、
文
化
一
一
年
（
～
八
一
四
）
に
は
「
神
功
皇
后
の
像
腹
帯
を
し
給
ふ
也
、
安
産
を
願
う
人
の
た
め
に
数
を
か
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ね
を
き
、
是
を
毎
年
と
り
て
箱
に
納
置
て
古
き
を
産
婦
に
著
し
あ
た
ふ
る
に
、
必
ず
無
難
に
安
産
す
る
事
」
と
し
て
、
安
産
の
祈
願
に
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の
鉾
を
出
す
船
鉾
町
で
は
、
「
神
功
皇
后
御
神
形
ハ
女
人
難
産
之
愁
救
ひ
給
ふ
」
と
し
て
、
皇
子
女
の
出
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
際
し
て
神
功
皇
后
の
人
形
が
付
け
て
い
る
神
面
・
腹
帯
の
献
上
を
行
い
、
祭
り
の
場
で
掲
げ
る
菊
御
紋
付
提
灯
の
拝
領
を
願
う
な
ど
、
朝
廷

へ
向
け
て
も
積
極
的
に
神
功
皇
后
の
安
産
利
益
を
主
張
し
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
祇
園
会
で
は
、
神
功
皇
后
は
主
に
安
産
の
守
護
神
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と
、
前
述
の
桂
女
の
守

札
勧
化
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
　
八
世
紀
中
頃
の
京
都
周
辺
で
は
、
神
功
皇
后
は
武
運
長
久
の
守
護
神
と
し
て
よ
り
も
、
安
産
・
翌
年
除
の
守

護
神
と
し
て
よ
り
親
し
ま
れ
、
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
功
皇
后
の
安
産
・
庖
瘡
除
の
利
益
は
、
一
般
向
け
の
医
学
書
や
勧
化
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
通
し
て
、
民
衆
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
凱
旋
船
鉾
に
お
い
て
、
神
功
皇
后
の
「
三
韓
征
伐
」
そ
の
も
の

を
象
徴
す
る
船
鉾
の
画
像
で
す
ら
、
安
産
祈
願
の
札
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
の
利

益
は
、
御
香
宮
・
桂
女
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
主
に
幕
府
に
向
け
て
の
み
語
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
御
香
宮
や
桂
女
と
占
出

山
・
両
船
鉾
が
接
点
を
持
っ
た
と
い
う
記
録
は
管
見
の
限
り
な
い
。
占
出
山
・
両
船
鉾
が
恒
常
的
な
守
札
を
頒
布
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
、
船
鉾
町
が
神
面
・
腹
帯
の
献
上
を
行
う
の
が
皇
子
女
で
あ
り
、
御
香
宮
・
桂
女
と
は
競
合
し
な
い
こ
と
か
ら
、
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
前
述
の
備
前
五
香
宮
で
は
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
神
功
皇
后
腹
帯
な
ど
の
開
帳
に
あ
た
っ
て
板
話
し
た
「
五
香
石
町
縁

起
」
に
お
い
て
、
「
男
子
は
武
運
長
久
、
女
子
は
難
産
を
ま
ぬ
か
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
開
帳
は
前
述
の
通
り
「
殊
の
外
需
繁
昌
」
で
あ

り
、
武
家
以
外
の
人
々
に
は
神
功
皇
后
が
な
じ
み
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
以
降
同
社
で
藩
主
や
そ
の
関
係
者
の
た
め
に
は

庖
瘡
除
・
安
産
祈
願
や
御
守
の
配
布
が
な
さ
れ
た
が
、
一
般
の
人
々
に
配
っ
た
例
は
確
認
で
き
ず
、
ま
た
、
天
明
四
年
以
降
は
藩
主
ら
へ
の
祈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

願
・
御
守
配
布
も
な
い
と
い
う
。
京
都
周
辺
に
お
い
て
は
、
神
功
皇
后
の
安
産
庖
瘡
守
の
利
益
は
幕
末
ま
で
広
く
一
般
に
知
ら
れ
続
け
て
い
た
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が
、
備
前
国
で
は
京
都
周
辺
に
比
べ
、
武
家
以
外
の
人
々
が
神
功
皇
后
の
伝
承
に
触
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
藩
主
の
周
囲
に
限
っ
た
、

し
か
も
単
発
的
な
動
向
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
安
産
や
庖
瘡
除
は
、
時
代
や
貴
賎
を
問
わ
ず
切
実
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
神
功
皇
后
に
付
与
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
人
々
の
需
要

に
う
ま
く
合
致
し
、
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
香
宮
や
桂
女
が
幕
府
と
結
び
つ
く
為
に
神
功
力
盾
の
由
緒
を
語
る
の
と
は
異
な
り
、
直
接
的

な
経
済
活
動
を
伴
う
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
神
功
皇
后
に
安
産
・
庖
瘡
除
の
利
益
と
い
う
商
品
価
値
が
付
与
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
　
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

一
九
世
紀
に
船
鉾
町
が
安
産
利
益
を
朝
廷
に
対
し
て
語
っ
た
こ
と
は
、
当
該
期
の
朝
廷
権
威
の
浮
上
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
商
品
価

値
を
朝
廷
と
結
び
つ
く
た
め
に
利
用
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
御
香
宮
・
桂
女
が
幕
府
に
つ
な
が
り
を
求
め
武
運
長
久
利
益
を
語
る
こ
と
と

同
じ
構
造
で
あ
る
。

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
半
ば
に
は
、
御
香
宮
・
桂
女
は
幕
府
に
対
し
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
の
利
益
を
語
り
、
桂
女
の
勧
化

や
祇
園
会
の
場
で
は
神
功
皇
后
は
安
産
・
庖
瘡
除
の
利
益
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
神
功
皇
后
伝
承
を
め
ぐ
る
こ
の
よ

う
な
諸
相
が
、
近
代
を
迎
え
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
、
次
章
で
み
て
み
よ
う
。
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①
　
第
一
章
注
⑩
㎎
諸
事
内
証
之
拍
㎞
元
禄
六
年
六
月
一
五
目
条
な
ど
。

②
　
正
徳
四
年
刊
、
著
者
未
詳
凹
都
名
所
車
㎞
（
㎎
増
補
京
都
叢
書
㎞
九
〈
一
九
三
四

　
年
、
増
補
京
都
叢
書
刊
行
会
〉
所
収
）
。

③
御
直
宮
は
江
戸
中
期
頃
か
ら
境
内
で
見
せ
中
等
を
催
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
で

　
も
参
拝
者
た
ち
に
神
功
皇
后
由
緒
が
積
極
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
参
拝
者

　
を
集
め
る
た
め
に
は
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
立
適
齢
「
伏
見
御
香
宮

　
の
祭
礼
と
興
行
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
五
四
、
一
九
七
六
年
七
月
）
、
岡
「
伏
見
御

　
甲
羅
祭
礼
に
お
け
る
芸
能
興
行
の
諸
掘
」
（
『
芸
能
史
研
究
臨
五
六
、
一
九
七
七
年

　
一
月
）
、
御
香
宮
神
社
文
書
）
。

④
注
②
。

⑤
御
香
宮
門
前
の
東
組
町
か
ら
出
さ
れ
た
。
中
家
文
轡
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架

　
蔵
写
真
版
）
、
『
占
出
山
諸
入
熔
控
帳
』
（
万
延
元
年
（
～
八
六
〇
）
八
月
）
な
ど
。

⑥
網
野
善
彦
「
中
世
に
お
け
る
鵜
飼
の
存
在
形
態
」
（
隅
日
本
史
研
究
』
＝
二
五
、

　
～
九
七
三
年
）
、
同
噸
田
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
㎞
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四

　
年
）
。

⑦
柳
田
国
男
「
桂
女
由
来
記
」
（
『
柳
田
国
男
全
集
』
二
六
（
二
〇
〇
〇
年
、
筑
摩

　
書
房
）
所
収
、
初
出
は
一
九
二
八
年
）
、
曲
馬
務
「
桂
女
の
新
研
究
」
（
名
取
壌
之

　
助
編
『
桂
女
資
料
㎞
（
一
九
三
八
年
、
大
岡
山
誉
店
）
所
収
、
初
出
は
一
九
三
〇

　
年
）
。

⑧
大
八
木
（
利
）
家
文
轡
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
）
『
桂
女
上
書
』
。



近世～近代初頭における神功皇后伝承（久世）

　
魍
桂
女
資
料
㎞
所
収
の
原
田
文
轡
　
、
小
寺
文
書
五
～
九
、
中
村
文
省
三
。
大
八

　
木
・
原
田
・
中
村
家
は
上
桂
村
。
小
寺
家
は
下
桂
村
の
桂
女
の
家
で
あ
る
。

⑨
村
上
紀
夫
『
近
世
勧
進
の
研
究
』
第
三
部
丁
二
章
（
二
〇
＝
年
、
法
藏
館
、

　
初
出
は
二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
五
年
目
。

⑩
麻
谷
老
愚
『
祠
曹
雑
識
』
、
大
田
南
畝
『
家
伝
史
料
』
、
『
城
州
桂
女
考
㎞
、
『
桂

　
姫
由
来
』
、
『
由
緒
書
』
な
ど
（
全
て
前
掲
『
桂
女
資
料
㎞
所
収
）
。
家
康
の
御
陣

　
女
房
が
桂
女
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
注
⑧
大
八
木
（
利
）
家
文
書
『
桂
女
謂

　
書
㎞
や
原
田
文
書
　
～
で
も
述
べ
ら
れ
る
。

⑪
注
⑩
。

⑫
注
⑩
。
享
保
六
年
の
人
馬
の
御
朱
印
は
、
「
枯
木
集
」
（
魍
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍

　
叢
刊
』
八
一
、
一
九
八
八
年
、
汲
古
書
院
）
で
確
認
が
で
き
る
。
な
お
村
上
は
、

　
桂
女
が
主
張
す
る
「
困
窮
」
は
、
勧
化
を
願
い
出
る
際
に
使
う
常
套
句
で
あ
り
、

　
実
際
に
困
窮
し
て
い
た
と
は
受
け
取
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
（
注

　
⑨
）
。

⑬
注
⑨
。

⑭
注
⑨
。

⑮
「
船
中
安
全
守
札
」
の
勧
化
が
見
ら
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
文
政
九
年
（
一

　
八
二
六
）
、
大
坂
三
郷
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
触
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
（
『
大
阪
市

　
史
㎞
三
、
四
上
・
下
、
～
九
七
九
年
、
大
阪
市
史
参
事
会
）
。

⑯
寛
政
六
年
刊
『
住
吉
名
勝
図
会
』
（
『
版
本
地
誌
大
系
』
一
八
住
吉
名
勝
図
会
、

　
一
九
九
八
年
、
臨
川
書
店
）
、
寛
政
五
年
板
・
大
谷
播
磨
正
門
畝
傍
大
明
神
御
旅

　
所
大
鳥
居
再
建
寄
進
帖
』
（
畝
火
山
口
神
社
大
谷
家
蝿
書
）
な
ど
。

⑰
但
し
、
宝
暦
二
年
の
触
に
は
「
安
産
庖
癒
守
」
と
の
み
あ
り
、
宝
暦
ご
二
年

　
（
一
七
六
三
）
以
降
の
触
に
は
「
神
功
皇
后
之
安
産
癒
瘡
三
蔵
」
と
明
記
さ
れ
る

　
（
『
京
都
町
触
集
成
』
　
一
～
別
巻
二
、
一
九
八
窪
～
一
九
八
九
年
、
岩
波
書
店
）
。

　
現
存
す
る
桂
女
の
守
札
に
は
、
神
功
皇
后
と
い
う
文
字
と
、
そ
の
像
が
印
刷
さ
れ

　
た
も
の
が
確
認
さ
れ
る
（
注
⑨
）
。

⑱
注
⑦
柳
田
国
男
瞥
桂
女
由
来
記
」
、
江
蘇
務
「
桂
女
の
研
究
偏
。

⑲
中
山
太
郎
門
日
本
巫
女
史
」
（
『
桂
女
資
料
』
所
収
、
初
出
は
～
九
三
〇
年
）
。

⑳
滝
川
政
次
郎
「
巫
女
起
源
説
批
判
」
（
『
遊
女
の
歴
史
㎞
、
一
九
六
五
年
、
至
文

　
堂
）
、
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
睡
三
、
桂
女
（
～
九
入
三
年
、

　
吉
川
弘
文
館
、
桂
女
の
項
は
黒
川
直
則
に
よ
る
）
な
ど
。

⑳
　
第
一
章
注
⑦
。

⑫
　
第
一
章
注
⑩
。

⑬
　
当
時
の
大
神
子
が
誰
で
あ
る
か
は
特
定
で
き
な
い
が
、
確
認
で
き
る
限
り
、
元

　
禄
六
年
以
降
は
、
大
神
子
は
神
主
家
の
三
木
家
の
娘
や
、
嫁
が
務
め
て
い
る
（
第

　
～
章
注
③
）
。

⑭
　
天
野
信
書
に
よ
っ
て
元
禄
年
歴
か
ら
そ
の
没
年
で
あ
る
享
保
一
八
年
の
三
〇
余

　
年
間
に
わ
た
っ
て
誉
き
継
が
れ
、
神
祇
・
国
学
を
主
と
し
て
百
般
に
わ
た
っ
て
記

　
し
た
も
の
（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
『
日
本
随
筆
大
成
㎞
三
期
～
三
巻
、
一
九
七

　
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。

⑳
　
注
⑦
門
桂
女
由
来
記
扁
。

⑳
　
注
⑦
『
桂
女
資
料
』
所
収
の
原
田
文
書
・
小
寺
文
書
・
中
村
文
書
等
。

⑳
　
注
⑳
の
咽
家
伝
史
料
㎞
で
は
、
上
善
羽
村
庄
屋
が
「
桂
女
の
家
筋
、
上
桂
・
下

　
桂
・
上
鳥
羽
、
三
ヶ
所
ニ
テ
、
十
三
家
御
座
候
偏
と
述
べ
る
。

⑱
　
　
槻
桂
女
資
料
㎞
所
収
。

⑲
　
故
実
叢
害
編
集
部
編
『
改
訂
増
補
故
実
叢
轡
㎞
八
、
一
九
九
三
年
、
明
治
図
書

　
出
版
。

⑳
　
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
㎎
日
本
随
筆
大
成
新
装
版
』
別
巻
一
〇
、
　
九
九
六

　
年
、
吉
川
弘
文
館
。
巻
一
…
論
士
、
桂
女
の
項
。
宴
多
村
は
天
明
三
（
　
七
八

　
三
）
～
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
生
き
た
国
学
者
で
あ
り
、
江
戸
町
年
寄
の
家

　
に
生
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
引
用
部
の
中
略
部
分
で
は
隅
豊
麗
集
』
を
引
き
、
桂
女

　
の
腹
帯
の
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
日
本
社
会
事
彙
』
（
一
九
〇
一
年
、
経
済
雑
誌
社
）
、
吉
田
東
伍
編
噸
増
補
大
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日
本
地
名
辞
書
隔
（
一
九
一
一
年
、
冨
山
房
）
、
注
⑦
「
桂
女
由
来
記
駄
。

⑳
　
　
「
於
御
香
宮
ハ
諸
事
神
主
支
配
二
而
社
中
共
二
神
主
下
知
を
請
申
筈
」
（
第
一

　
章
注
⑬
『
諸
事
内
謹
之
拍
』
）
と
す
る
御
二
宮
で
、
社
内
の
者
が
桂
女
と
し
て
活

　
動
し
て
い
れ
ば
何
ら
か
の
記
録
が
残
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
市
に
も
、
そ
の
他

　
の
者
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
記
録
は
管
見
の
限
り
見
出
せ
て
い
な
い
。

⑳
　
宝
暦
七
年
刊
『
山
鉾
由
来
記
㎞
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
、
鴨
砥
園
祭
礼

　
記
臨
（
同
前
、
『
山
鉾
由
来
記
』
と
同
鉄
）
、
延
宝
五
年
頃
刊
呪
害
毒
御
本
地
』
（
京

　
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
、
『
祇
園
会
細
詑
』
（
『
神
道
大
系
』
神
社
四
一
〇
、
一

　
九
九
二
年
、
神
道
大
系
編
纂
会
）
、
文
化
一
一
年
欄
増
補
祇
園
会
前
記
㎞
（
京
都
大

　
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
な
ど
。
ま
た
祇
園
会
の
各
山
鉾
の
由
来
は
、
寛
文
五
年
浅

　
田
畑
意
著
の
『
京
雀
㎞
（
第
一
章
魚
⑥
隅
増
補
京
都
叢
書
』
　
〉
や
、
貞
享
二
年

　
（
一
六
八
五
）
刊
の
水
雲
堂
孤
松
子
著
魍
京
羽
二
重
㎞
（
魍
増
補
京
都
叢
書
㎞
六
、

　
～
九
三
四
年
、
増
補
京
都
叢
書
刊
行
会
）
な
ど
、
京
都
案
内
記
に
も
多
く
採
り
上

　
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
　
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
塚
本
前
掲
論
文
に
な
ら
い
、
「
瓢
町
通
綾
小

　
下
下
ル
」
の
船
鉾
を
門
出
征
船
鉾
」
、
「
新
町
通
四
墜
下
ル
」
の
船
鉾
を
「
凱
旋
船

　
鉾
」
と
呼
ぶ
。
凱
旋
船
鉾
は
元
治
元
年
（
…
八
六
四
）
に
焼
失
後
廃
絶
し
て
い
た

　
が
、
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
に
復
興
、
巡
行
を
行
っ
た
。

⑳
　
　
『
御
霊
会
山
鉾
記
㎞
（
隅
神
道
大
系
』
神
社
編
一
〇
巻
所
収
）
に
は
、
「
し
ん
く

　
く
わ
う
く
う
舟
」
と
あ
る
。

⑳
注
⑳
。

⑳
　
注
⑳
魍
神
道
大
系
』
神
社
編
一
〇
巻
所
収
。

⑳
　
占
出
山
町
文
書
D
三
－
一
八
。

⑲
　
注
⑮
『
御
霊
会
山
鉾
記
』
。
こ
こ
に
、
「
し
ん
く
く
わ
う
く
う
の
舟
」
と
あ
る
。

⑳
　
こ
れ
に
関
し
て
塚
本
は
、
出
征
船
鉾
は
鬼
（
三
韓
人
）
が
神
功
皇
后
に
降
伏
す

　
る
体
を
表
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
は
じ
め
に
注
③
）
。

⑪
　
占
出
山
町
文
書
D
三
1
　
○
、
文
化
一
一
年
『
祇
園
会
細
図
下
㎞
。

⑫
船
鉾
町
文
書
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
）
五
『
神
功
皇
后
御
神
徳

　
記
』
宝
暦
一
一
年
九
月
。
ま
た
船
鉾
町
に
お
け
る
神
面
・
腹
帯
の
皇
子
女
へ
の
献

　
納
に
関
し
て
は
、
は
じ
め
に
注
①
吉
岡
拓
前
掲
書
の
第
一
部
第
一
章
（
初
出
は
二

　
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
。

⑬
　
関
根
邦
之
助
「
庖
瘡
神
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
〇
一
、
一
九
七
三
年
、

　
吉
川
弘
文
館
）
、
永
瀬
康
博
「
神
功
皇
后
伝
説
の
近
世
的
展
開
」
（
御
影
史
学
研
究

　
会
編
噸
民
俗
の
歴
史
的
世
界
㎞
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。
永
瀬
は
、
～
八
世
紀
中

　
頃
か
ら
神
功
皇
后
の
安
産
に
ち
な
ん
で
、
腹
帯
を
巻
く
こ
と
が
門
吉
例
」
と
な
つ

　
て
い
く
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
。

⑭
　
は
じ
め
に
注
④
。

⑮
　
は
じ
め
に
注
①
吉
瞬
前
掲
書
。
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三
　
慶
応
四
年
御
香
宮
桂
女
の
相
論

1
　
慶
応
四
年
の
相
論

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
二
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

山
城
国
申
へ
次
の
よ
う
な
触
が
出
さ
れ
た
。



近世～近代初頭における神功皇后伝承（久世）

　
桂
女
義
、
前
以
弘
候
神
功
皇
盾
安
産
庖
下
之
守
、
此
度
山
城
宣
伝
信
仰
之
輩
好
漁
泣
訴
旨
網
願
意
付
承
置
候
、
右
守
信
仰
之
輩
ハ
相
対
ヲ
以
請
可
藍
島
、
勿

　
論
望
無
之
者
江
押
而
請
さ
せ
候
筋
二
壮
者
無
之
欄
間
、
此
旨
相
心
得
可
申
事
、
右
之
通
洛
中
洛
外
山
城
国
中
寺
社
共
可
相
通
置
者
也

桂
女
に
よ
る
「
神
功
皇
后
安
産
庖
瘡
之
守
」
の
御
免
勧
化
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
宝
暦
二
年
か
ら
こ
れ
ま
で
に
、
同
じ
内
容

の
触
は
山
城
国
に
は
一
六
度
出
さ
れ
、
幕
府
の
許
可
を
受
け
た
桂
女
が
御
免
勧
化
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
時
の
御
香
宮
神
主
三
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

日
向
守
は
同
二
七
日
、
新
政
府
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
「
御
願
口
上
書
」
を
提
出
し
た
。

　
此
度
桂
女
　
　
神
功
皇
后
安
産
爵
位
二
相
弘
候
段
、
御
触
書
拝
見
仕
候
、
当
社
祭
所
　
　
神
功
皇
后
之
御
座
候
、
従
前
々
例
年
　
　
禁
裏
御
所
江
御
祓
献
上

　
仕
候
儀
、
右
神
名
を
以
配
札
仕
候
義
、
於
当
社
差
支
候
二
二
御
座
候
聞
、
何
卒
御
差
止
輔
導
　
成
下
候
様
奉
願
上
鞍
、
右
願
之
通
　
奏
聞
届
被
　
為
成
下
候

　
　
ハ
、
難
有
仕
合
可
奉
存
候
、
以
上

御
香
宮
は
神
尊
皇
盾
を
祀
っ
て
お
り
、
禁
裏
御
所
へ
御
祓
い
を
献
上
す
る
際
に
も
神
功
皇
后
の
神
名
を
用
い
て
い
る
の
で
、
桂
女
が
神
功
皇
后

の
守
札
を
売
る
の
は
差
し
支
え
が
あ
る
と
し
て
、
桂
女
の
勧
化
の
差
し
止
め
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
当
然
御
香
宮
で
も
、
桂
女
の
「
安
産
甲
唄
管
守
」
勧
化
の
触
を
目
に
す
る
機
会
は
こ
れ
以
前
に
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

御
香
餌
が
桂
女
の
触
に
対
し
て
反
応
を
示
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
時
、
初
め
て
両
者
の
競
合
が
起
こ
り
、
ど
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
結
果
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
相
論
の
顛
末
を
、
当
時
の
御
香
宮
神
主
三
木
日
向
守
の
日
記
か
ら
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　
三
木
日
向
守
は
、
二
月
二
五
日
に
桂
女
の
守
札
勧
化
の
触
を
見
て
、
即
日
伏
見
大
栄
寺
内
に
新
政
府
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
た
伏
見
市
中
取

　
　
　
　
　
　
④

締
掛
「
参
与
衆
」
へ
、
神
主
家
来
を
相
談
に
行
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
二
六
日
に
は
、
「
当
所
参
与
衆
」
か
ら
「
当
所
二
而
ハ
難
取
扱
」
、
「
京

二
空
参
与
奪
御
出
願
黒
々
成
様
」
に
言
わ
れ
、
翌
二
七
日
に
先
述
の
「
御
願
口
上
書
」
を
王
事
伝
達
量
へ
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
差
し
止
め
の

主
張
の
根
拠
が
、
「
禁
裏
御
所
」
へ
の
御
祓
献
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
を
主
張
し
て
こ
の
訴
訟
を
有
利
に
進
め
よ
う
と

い
う
三
木
日
向
夏
の
企
図
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
三
月
三
日
、
三
木
日
向
守
は
弁
事
役
所
か
ら
の
呼
び
出
し
を
受
け
即
刻
上
京
、
神
祇
事
務
掛

の
羽
倉
越
中
と
面
会
し
、
「
触
書
之
出
所
」
を
調
査
し
て
「
一
両
B
之
内
」
に
報
告
す
る
と
い
う
返
答
を
得
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
木
日
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素
首
は
、
翌
四
日
に
は
神
主
家
来
を
丹
波
町
会
所
へ
遣
し
、
触
の
出
所
が
「
古
町
年
寄
」
つ
ま
り
「
京
都
市
申
三
役
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
突

き
止
め
る
。
五
日
に
は
羽
倉
と
面
会
し
、
羽
倉
か
ら
も
触
の
出
所
が
「
京
都
市
中
三
役
」
で
あ
る
旨
を
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
八
日
に
は
、

羽
倉
越
中
と
再
び
面
会
し
て
、

　
此
程
御
願
有
之
候
桂
女
守
札
弘
之
義
取
調
候
処
、
已
前
神
祇
局
御
再
興
無
之
、
以
前
市
中
取
締
参
与
江
山
出
候
間
、
聞
届
候
由
断
出
穂
、
右
御
願
之
通
差
止

　
遣
、
左
様
御
心
得
可
被
成
候
、
先
格
も
有
之
旨
二
付
、
猶
亦
願
出
羽
日
面
之
候
、
只
今
之
処
二
而
者
差
止
置
至
要

つ
ま
り
、
桂
女
の
触
は
神
祇
局
復
興
以
前
に
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
今
回
の
三
木
日
向
守
の
要
請
を
容
れ
、
勧
化
の
差
し
止
め
を

決
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
桂
女
は
先
例
を
理
由
に
再
び
勧
化
の
許
可
を
願
い
出
て
い
る
が
、
神
祇
局
で
は
そ
れ
も
今
の
と
こ
ろ

許
可
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
し
て
い
る
。
三
木
は
厚
く
礼
を
述
べ
て
退
出
し
た
。
そ
し
て
遂
に
、

　
先
達
而
及
御
達
候
輝
岩
参
施
行
二
相
成
候
神
功
皇
后
安
産
庖
瘡
之
守
、
山
城
在
町
信
仰
輩
ハ
相
対
ヲ
以
請
可
申
、
勿
論
望
無
界
者
ハ
押
而
受
さ
せ
候
筋
皆
無

　
同
旨
可
申
達
置
与
之
御
達
二
付
、
御
通
達
申
置
型
、
悪
処
右
海
難
差
支
繋
筋
も
有
之
、
巡
行
御
差
留
二
相
成
候
問
、
猶
又
御
達
二
型
此
段
及
御
達
候
、
以
上

　
三
月
　
　
　
　
上
下
京
三
役
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
い
う
、
桂
女
の
神
功
皇
后
安
産
庖
瘡
之
守
の
勧
化
を
差
し
止
め
る
触
が
出
さ
れ
る
。

　
で
は
、
三
木
日
向
守
が
こ
の
時
期
に
初
め
て
桂
女
の
勧
化
差
し
止
め
の
要
求
を
し
た
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
述
の
通
り
、
御
香
油
は
　
八
世
紀
前
半
に
は
、
縁
起
を
自
社
内
で
整
理
・
定
着
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
幕
府
に
対
し
て
秀
吉
・
家
康
と
の

関
係
を
主
張
す
る
姿
勢
も
、
幕
末
ま
で
続
い
て
い
る
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
、
徳
川
家
茂
の
上
洛
に
際
し
提
出
さ
れ
た
書
上
の
「
神
宝
協
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

書
」
に
は
、
家
康
奉
納
の
太
刀
、
秀
吉
拝
領
小
刀
、
秀
頼
初
陣
の
鎧
が
初
め
て
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
時
期
、
三
木
日
向
守
は
家
茂
上
洛
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

際
し
て
御
目
見
え
の
上
拝
礼
を
し
た
い
旨
を
申
出
、
二
条
城
で
拝
礼
す
る
。
ま
た
、
同
年
七
月
＝
日
に
は
、
禁
門
の
変
に
際
し
て
伏
見
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

軍
勢
が
止
宿
し
社
内
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
往
古
頂
戴
仕
候
　
神
慰
様
御
里
…
印
御
亡
布
面
写
」
を
門
前
に
建
て
た
い
と
願
い
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
回
答
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
行
動
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
三
木
日
向
守
は
、
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幕
府
権
威
に
よ
っ
て
、
幕
末
の
混
乱
か
ら
自
社
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
慶
応
二
年
一
〇
月
、
「
禁
裏
御
所
諸
寺
藤
江
結
構
二
御
寄
附
被
鯨
汁
候
趣
」
を
聞
き
、
正
月
の
御
祓
献
上
な
ど
の
「
格
別
之
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

由
緒
」
が
あ
る
の
で
、
近
年
大
破
し
た
御
裳
を
寄
附
し
て
欲
し
い
と
禁
裏
へ
願
い
出
、
許
可
さ
れ
る
。
こ
れ
以
前
御
香
宮
で
は
、
修
復
願
は
伏

見
奉
行
に
提
出
し
、
自
力
で
修
復
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
が
御
香
宮
に
と
っ
て
朝
廷
と
の
接
点
を
深
め
、
朝
廷
に
よ
る
庇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

護
を
求
め
る
契
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
は
幕
末
に
お
け
る
朝
廷
権
威
浮
上
を
受
け
た
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
御

香
宮
と
朝
廷
の
関
係
に
お
け
る
画
期
で
あ
っ
た
。
加
え
て
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
お
い
て
、
御
香
宮
は
慶
応
三
年
末
か
ら
翌
四
年
二
月
一
日
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

薩
摩
軍
の
駐
屯
地
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
三
木
日
向
守
は
、
B
記
中
で
旧
幕
府
軍
を
「
賊
軍
」
と
表
現
し
、
「
放
火
之
義
ハ
都
電
賊
軍
之
所
業
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
官
軍
勝
利
恐
悦
至
極
」
と
い
う
記
述
を
行
う
ま
で
に
認
識
が
変
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
、
幕
府
へ
の
尊
敬
や
依
存
心
が
既

に
失
わ
れ
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
三
木
日
向
守
は
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
を
身
近
に
体
験
し
、
自
ら
の
安
定
の
拠
り
所
と
し
て
い
た
幕
府
の

失
墜
を
肌
身
に
感
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
第
一
章
で
確
認
し
た
通
り
、
神
功
皇
后
の
由
緒
・
利
益
は
、
御
五
宮
に
と
っ
て
は
幕
府
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
の
み
重
要
な
物
で
あ
っ
て
、

一
般
民
衆
や
氏
子
に
関
わ
る
限
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
加
え
て
縁
起
が
整
っ
て
か
ら
の
御
男
宮
と
幕
府
の
関
係
は
安
定
し
て
お
り
、
こ
と

さ
ら
神
功
皇
盾
由
緒
を
語
る
機
会
も
な
か
っ
た
。
ま
し
て
安
産
庖
瘡
守
と
い
う
利
益
は
、
語
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
あ
え
て
神
功
皇

后
伝
承
を
独
占
す
る
必
要
は
な
く
、
桂
女
と
由
緒
を
め
ぐ
り
競
合
を
起
こ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
慶
応

四
年
に
御
香
筥
が
相
論
を
起
こ
し
た
の
は
、
桂
女
の
守
札
勧
化
自
体
を
問
題
と
し
た
の
で
は
な
く
、
桂
女
が
神
直
管
盾
の
由
緒
を
語
り
新
政
府

か
ら
の
庇
護
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
危
険
賦
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
差
し
止
め
の
正
当
性
の
根
拠
が
、
「
禁
裏

御
所
」
へ
の
御
祓
い
を
神
功
皇
后
の
神
名
で
行
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
窺
え
る
。
庇
護
者
で
あ
っ
た
幕
府
の
失
墜
に
危
機

感
を
抱
い
た
三
木
日
向
守
は
朝
廷
へ
の
接
近
を
図
り
、
神
功
皇
盾
の
守
札
勧
化
を
行
う
桂
女
の
活
動
を
、
自
社
の
活
動
を
妨
害
す
る
も
の
と
考

え
、
停
止
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
桂
女
が
幕
府
と
い
う
後
ろ
盾
を
失
い
、
新
し
い
庇
護
者
　
　
お
そ
ら
く
は
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
を
得
る
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前
に
訴
え
を
起
こ
そ
う
と
、
こ
の
よ
う
な
迅
速
な
行
動
に
出
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
御
蓮
宮
の
中
で
神
功
皇
后
の
由
緒
が
、
朝
廷
へ
つ
な
が

る
手
段
と
し
て
、
そ
の
価
値
を
高
め
た
と
も
雷
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
桂
女
と
の
相
論
は
、
御
香
宮
が
維
新
期
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
新
た
に
朝

廷
に
庇
護
を
求
め
る
道
を
開
こ
う
と
し
て
起
こ
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
御
香
宮
が
神
功
皇
后
の
由
緒
を
語
っ
て
朝
廷
の
庇
護
を
求
め
る

に
あ
た
っ
て
、
同
じ
神
功
皇
盾
の
由
緒
を
語
る
桂
女
の
存
在
に
よ
っ
て
自
社
の
独
自
性
が
低
下
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
訴
え
を
起
こ
す
に
至
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
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2
相
論
の
背
景

　
桂
女
は
、
幕
府
か
ら
新
政
府
へ
と
政
権
が
変
わ
っ
て
も
従
来
の
勧
化
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
こ
の
慶
応
四
年
に
触
の
発
布
を
求
め
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
正
当
性
は
、
「
先
格
も
有
之
」
た
め
、
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
相
論
で
は
三
木
日
向
守
の
訴
え
が
容
れ
ら
れ
、
桂
女
の

願
い
は
退
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
勧
化
に
対
す
る
新
政
府
の
認
識
が
関
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
事
件
の
記
録
を
見
て
み
た
い
。
慶
応
四
年
六
月
、
勢
州
浅
野
隼
人
知
行
所
播
州
赤
穂
郡
若
狭
野
村
に

お
い
て
、
内
田
禎
之
助
と
石
原
益
勝
の
二
名
が
、
桂
姫
の
守
札
勧
化
に
お
い
て
強
談
に
及
ん
だ
た
め
、
勢
州
鎮
撫
方
が
召
し
捕
っ
た
。
両
人
は

同
年
二
月
に
太
政
宙
に
勧
化
の
許
可
を
得
た
と
主
張
し
た
が
、
拘
留
中
に
脱
走
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
勢
州
留
守
居
は
「
量
質
勧
化

と
申
旧
弊
よ
り
村
民
ヲ
苦
ま
し
む
る
事
共
出
来
い
た
し
候
」
と
し
、
「
御
～
新
玉
相
成
候
様
」
に
と
述
べ
る
。
こ
こ
か
ら
は
勧
化
活
動
そ
の
も

の
が
「
旧
弊
」
と
し
て
否
定
さ
れ
、
ま
た
桂
女
が
幕
府
の
失
墜
に
よ
っ
て
そ
の
庇
護
者
を
失
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
な
お
、
内
田
・
石
原
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
京
清
和
院
」
に
居
る
「
桂
姫
門
内
」
の
者
だ
と
名
乗
る
が
、
勢
州
留
守
居
は
「
桂
姫
家
来
」
で
は
な
く
「
出
入
之
も
の
」
だ
ろ
う
と
し
、
太

政
官
の
許
可
に
関
し
て
も
疑
問
視
し
て
い
る
。
し
か
し
先
述
の
通
り
、
近
世
段
階
か
ら
桂
女
に
代
わ
り
「
名
代
」
や
「
役
人
」
が
勧
化
活
動
を

行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
内
田
・
石
原
の
両
名
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
三
月
に
勧
化
差
し
止
め
の

触
が
出
て
い
た
山
城
国
で
は
活
動
が
で
き
ず
、
播
州
ま
で
足
を
伸
ば
し
、
さ
ら
に
は
強
談
と
い
う
強
硬
な
手
段
で
勧
化
活
動
を
し
ょ
う
と
し
て
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い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
事
件
へ
の
対
応
か
ら
は
、
当
時
す
で
に
新
政
府
内
に
、
勧
化
が
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
御
香
宮
と
の
相
論
に
お
い
て
桂
女
の
勧
化
が
許
可
さ
れ
ず
、
御
香
宮
の
主
張
が
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
に

は
、
新
政
府
…
と
り
わ
け
こ
の
事
件
を
扱
っ
た
神
祇
事
務
局
の
方
針
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
慶
応
四
年
二
月
二
〇
日
に
設
置
さ
れ
た
神
祇
宮
事
務
局
で
、
津
和
野
派
国
学
者
が
祭
祀
・
祭
祀
行
政
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

羽
賀
祥
二
や
桂
島
宣
弘
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
輔
を
務
め
た
津
和
野
藩
主
亀
井
厳
監
、
慶
応
四
年
三
月
か
ら
四
月
ま
で
判
事
を
務
め
た
同

藩
士
大
国
隆
正
、
ま
た
同
年
二
月
二
〇
日
か
ら
権
判
事
を
務
め
後
に
神
祇
副
判
事
・
神
祇
大
副
・
教
部
大
輔
へ
と
進
む
大
国
の
弟
子
で
同
藩
士

の
福
羽
美
静
ら
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
津
和
野
藩
校
で
国
学
教
授
を
務
め
た
岡
熊
臣
は
、
神
職
に
相
対
す
る
も
の
と
し
て
、
民
間
の
宗
教
者
達

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
俗
家
に
て
叩
几
禁
な
ど
専
ら
仕
り
候
も
の
の
類
、
殊
の
ほ
か
多
く
、
時
々
流
行
立
て
申
し
候
、
是
等
は
奉
仕
の
神
社
庸
祠
も
こ
れ
無
く
、
本
所
本
山
あ
る
神

　
職
・
法
師
・
修
験
に
て
も
こ
れ
無
く
、
唯
凡
俗
卑
下
の
百
姓
無
頼
の
泥
坊
、
ま
た
後
家
・
嬬
・
或
は
出
所
本
国
も
知
れ
ぬ
乞
食
類
に
て
、
男
女
老
少
を
欺
惑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
す
る
妖
怪
に
候
、
是
等
は
一
統
厳
し
く
御
制
禁
こ
れ
有
り
た
き
事
に
存
じ
奉
り
候
、

つ
ま
り
、
き
ち
ん
と
し
た
所
属
を
持
つ
神
職
・
法
師
・
修
験
者
で
は
な
く
、
ま
じ
な
い
等
を
行
う
者
達
一
桂
女
の
よ
う
な
者
達
は
、
庶
民
を

欺
く
者
で
あ
る
か
ら
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
岡
は
神
武
天
皇
・
日
本
武
尊
・
言
論
天
皇
・
神
功
皇
后
・
応
神
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

皇
を
「
霊
神
」
の
例
と
し
、
神
功
皇
盾
を
神
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
い
る
。
桂
女
の
活
動
が
否
定
さ
れ
、
御
香
宮
の
訴
え
が
容
れ
ら
れ
る
論
理
が
、

こ
の
よ
う
な
津
和
野
派
国
学
者
の
思
想
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
明
治
四
年
（
　
八
七
一
）
に
雑
種
賎
民
の
解
放
を
知
ら
せ

る
京
都
府
の
布
達
に
お
い
て
、
「
妖
怪
の
言
を
唱
へ
、
諸
人
を
証
惑
候
に
付
、
巫
相
勤
め
候
儀
は
堅
く
禁
止
の
事
」
と
し
て
呪
術
的
な
宗
教
行

　
　
　
　
　
　
⑱

為
が
禁
止
さ
れ
る
が
、
桂
女
の
勧
化
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
か
な
り
早
い
例
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
高
木
博
志
は
、
幕
末
ま
で
の
年
中
行
事
に
お
い
て
宮
中
に
出
入
り
し
て
い
た
賎
民
・
芸
能
者
が
、
明
治
初
年
か
ら
東
京
「
婁
都
」
完
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了
ま
で
の
問
に
出
仕
し
な
く
な
る
事
例
を
挙
げ
、
明
治
初
期
に
宮
中
か
ら
賎
民
が
排
除
さ
れ
、
呪
術
的
な
宗
教
の
要
素
が
　
掃
さ
れ
る
と
述
べ

⑲る
。
神
社
の
祭
祀
一
真
香
雲
が
祀
る
神
功
皇
后
の
周
辺
か
ら
、
神
祇
官
お
よ
び
新
政
府
に
よ
っ
て
、
民
間
の
宗
教
画
　
　
桂
女
が
排
除
さ
れ

る
こ
の
一
件
は
、
こ
れ
と
同
じ
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
最
後
に
、
そ
の
後
御
香
宮
は
近
代
を
迎
え
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
明
治
三
年
～
二
月
に
は
朝
廷
へ
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

寺
か
ら
の
献
納
の
廃
止
が
決
め
ら
れ
、
御
香
宮
は
朝
廷
と
の
関
わ
り
も
失
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
明
治
四
年
か
ら
始
ま
る
上
知
令
は
、
近
世
社

領
か
ら
の
収
入
に
頼
っ
て
い
た
御
香
宮
に
、
経
済
的
に
重
大
な
打
撃
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
以
降
の
御
香
宮
の
運
営
に
関
し
て
は
資

料
が
乏
し
い
。
し
か
し
明
治
以
降
に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
に
「
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
」
や
日
清
戦
争
に
お
け
る
戦
い
の
様
子
を
描
い
た
も
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
こ
と
、
明
治
四
〇
年
に
は
買
収
に
よ
り
社
地
を
拡
げ
て
「
日
露
戦
役
記
念
碑
」
を
建
て
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、
国
の
功
績
－
特
に

神
功
皇
后
と
の
関
係
か
ら
対
外
戦
争
1
を
顕
彰
し
、
国
民
を
教
化
し
う
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
一
方
で
、
御
香
宮
の
由
緒
や
祭
礼
を
紹
介
し
た
明
治
三
四
年
一
〇
月
二
日
の
京
都
日
出
新
聞
の
記
事
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
当
社
祭
神
は
　
神
功
皇
盾
な
れ
ば
安
産
の
守
護
神
と
て
常
に
饗
者
多
く
、
神
護
の
腹
帯
を
受
け
妊
婦
の
腹
巻
に
す
れ
ば
安
産
す
と
云
ひ
、
又
安
産
の
御
守
札

　
も
社
務
所
よ
り
出
す
、
奈
良
鉄
道
桃
山
駅
よ
り
僅
に
二
丁
な
れ
ば
参
詣
す
る
に
便
利
よ
し

こ
れ
に
よ
る
と
、
御
香
宮
は
安
産
の
腹
帯
と
守
札
を
社
務
所
で
頒
布
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
香
宮
は
参
拝
者
へ
神
功
皇
盾
由
緒
を
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
近
世
の
御
香
宮
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
桂
女
と
い
う
語
り
手
を
失
っ
た
神
倉
皇
盾
の
安
産
利
益
が
、

御
香
宮
に
よ
っ
て
世
間
に
発
信
さ
れ
て
い
る
。
府
社
で
あ
っ
た
御
香
宮
は
そ
の
経
営
費
用
を
氏
子
や
崇
敬
者
の
寄
附
等
で
ま
か
な
う
必
要
が
あ

り
、
そ
の
中
で
御
香
宮
が
考
え
出
し
た
の
が
、
神
功
皇
后
の
由
緒
に
基
づ
く
安
産
の
腹
帯
と
守
札
の
頒
布
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
桂
女
や
占
出
山
・
両
船
鉾
等
に
よ
っ
て
、
神
功
皇
盾
の
安
産
利
益
が
京
都
周
辺
に
定
着
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

御
香
宮
は
桂
女
と
の
相
論
を
想
起
し
、
こ
の
商
品
価
値
を
自
社
に
も
適
応
で
き
る
も
の
と
し
て
認
識
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
明
治
二

八
年
の
奈
良
鉄
道
京
都
桃
山
間
開
通
や
、
平
安
遷
都
千
百
年
紀
念
祭
、
京
都
で
の
第
四
回
内
国
勧
業
博
開
催
等
に
よ
っ
て
増
加
し
て
い
た
観
光
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客
に
参
拝
を
促
す
意
図
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
御
五
宮
は
、
氏
子
に
限
ら
な
い
民
衆
の
信
仰
を
広
く
得
る
た
め
に
、
桂
女
や
占
出
山
・
両
船
鉾
が
語
っ
て
い
た
安
産
・
庖
瘡
除
の
利

益
を
取
り
込
ん
だ
と
雷
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
新
政
府
に
よ
る
国
権
拡
張
の
象
徴
と
し
て
の
神
功
皇
后
の
扱
い
の
み
に
重
点
を
置
い
た
従
来
の

　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

研
究
や
、
明
治
期
に
征
韓
論
の
高
ま
り
か
ら
庶
民
の
中
で
も
神
功
皇
后
伝
承
が
朝
鮮
征
伐
謳
と
し
て
の
み
注
目
さ
れ
る
と
い
う
主
張
と
は
違
う

｝
面
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
幡
鎌
一
弘
は
奈
良
県
の
事
例
を
挙
げ
、
村
落
部
で
は
近
代
に
お
い
て
「
宗
教
が
身
分
や
村
・
町
の
共
同
体
を
超
え
て
個
人
と
切
り
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

び
、
同
時
に
宗
教
が
宗
教
的
消
費
者
の
市
場
原
理
に
従
属
す
る
」
状
況
が
生
じ
る
と
い
う
。
御
香
宮
は
、
幕
府
の
庇
護
を
受
け
、
中
世
以
来
の

領
主
関
係
や
氏
子
関
係
の
申
で
生
き
る
近
世
的
な
神
社
か
ら
、
桂
女
や
占
出
山
・
両
船
鉾
が
担
っ
て
い
た
個
人
消
費
者
の
要
求
－
民
衆
の
安

産
・
萢
瘡
除
祈
願
に
応
え
得
る
近
代
的
な
神
社
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
の
過
程
で
、
近
代
国
家
が
公
の
場
か
ら
排
斥
し
た
民
間
宗
教
的
な
る

も
の
　
　
桂
女
の
役
割
と
、
神
功
皇
后
の
安
産
利
益
が
、
神
社
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
咽
京
都
町
触
集
成
㎞
＝
二
巻
（
一
九
八
七
年
、
岩
波
書
店
）
、
四
四
四
。

②
御
香
宮
神
社
文
轡
鯛
慶
応
四
戊
辰
年
日
記
㎞
。
悲
劇
先
は
、
「
弁
事
伝
達
所
」
で

　
あ
る
。
弁
事
と
は
、
明
治
初
年
の
政
府
に
お
い
て
庶
務
を
担
当
し
た
官
職
。
明
治

　
元
年
二
月
三
日
に
総
裁
局
の
中
に
新
設
さ
れ
た
。

③
第
一
章
注
②
。

④
大
栄
寺
は
現
伏
見
区
東
大
黒
町
に
あ
る
浄
土
宗
知
恩
院
末
寺
で
（
『
京
都
市
の

　
地
名
㎞
、
一
九
七
九
年
、
平
凡
社
）
、
当
時
伏
見
市
中
取
締
参
与
衆
が
い
た
も
の
と

　
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
伏
見
市
中
取
締
掛
参
与
は
田
窟
如
雲
で
（
欄
京
都
の
歴
史
㎞

　
七
、
　
九
七
四
年
、
京
都
市
総
領
さ
ん
所
）
、
取
締
役
所
は
板
橋
二
丁
霞
の
元
尾

　
州
屋
敷
、
出
張
所
は
丹
波
橋
石
屋
町
勝
念
辱
で
あ
っ
た
（
西
野
伊
之
助
『
伏
見
叢

　
書
聖
一
二
、
一
九
三
八
年
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
蔵
）
。

⑤
前
掲
『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
、
補
～
四
ご
～
。

⑥
御
香
窟
神
社
文
書
『
諸
用
済
』
文
久
四
年
一
月
一
六
日
～
元
治
元
年
四
月
＝
二

　
日
条
。
神
主
三
木
日
向
守
が
記
す
。

⑦
注
⑥
『
諸
用
帳
』
元
治
元
年
四
月
九
日
条
。

⑧
注
⑥
『
諸
用
帳
』
元
治
元
年
七
月
＝
日
～
一
九
日
条
。

⑨
御
香
宮
神
社
文
書
『
諸
用
帳
転
、
慶
応
二
年
八
月
～
一
〇
月
三
〇
二
条
。

⑩
　
は
じ
め
に
注
①
井
上
智
勝
、
鍛
治
、
吉
岡
、
上
田
な
ど
。

⑪
　
注
②
『
慶
応
四
戊
辰
年
日
記
㎞
一
月
三
日
頃
。

⑫
注
②
槻
慶
応
四
戊
辰
年
日
記
㎞
一
月
｝
九
日
条
。

⑬
京
都
府
庁
文
書
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）
『
慶
応
四
年
辰
二
君
御
達

　
留
』
六
月
八
日
条
。

⑭
慶
応
三
年
＝
月
に
大
坂
三
郷
宛
に
出
さ
れ
た
桂
女
の
守
札
勧
化
の
触
は
、

　
コ
県
都
七
本
松
通
～
條
清
和
院
桂
姫
」
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
日
工
章
注
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⑮
『
大
阪
市
史
㎞
県
下
）
。
な
お
、
清
和
院
は
、
藤
原
良
房
の
邸
宅
「
染
殿
第
扁

　
の
南
に
既
に
創
建
さ
れ
て
い
た
仏
心
院
が
元
に
な
っ
た
寺
院
。
万
治
四
年
（
一
六

　
六
一
）
の
禁
裏
炎
上
で
類
焼
し
、
七
本
松
逓
一
条
上
る
に
移
転
・
再
興
さ
れ
た

　
（
平
凡
祉
編
『
京
都
市
の
地
名
㎞
、
一
九
七
九
年
、
平
凡
社
）
。
触
に
見
え
る
上
鳥

　
羽
の
桂
女
の
所
在
は
、
近
世
を
通
じ
て
山
城
国
内
を
転
々
と
し
て
お
り
、
内
田
・

　
石
原
は
こ
こ
に
逗
留
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
羽
賀
祥
二
『
明
治
維
新
と
宗
教
隔
（
一
九
九
四
年
、
筑
摩
書
房
）
、
桂
島
宜
弘

　
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
　
増
補
改
訂
版
㎞
（
二
〇
〇
五
年
、
文
理
閣
）
。

⑯
「
読
淫
祀
論
」
（
加
藤
隆
久
『
岡
熊
臣
集
l
I
神
道
津
和
野
教
学
の
研
究
一
幅
、

　
一
九
八
五
年
、
国
書
刊
行
会
）
。

⑰
注
⑯
。

⑱
高
木
博
志
隅
近
代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
』
（
～
九
九
七
年
、
校
倉
書
房
）

　
第
二
部
第
六
章
、
『
京
都
の
部
落
史
』
六
史
料
近
代
一
。
ま
た
呪
術
的
宗
教
行
為

　
の
禁
止
単
体
と
し
て
は
、
明
治
六
年
一
月
一
四
日
に
「
梓
巫
市
子
輿
車
蒋
狐
下
等

　
ノ
所
業
ヲ
禁
ス
」
と
し
て
、
神
祇
省
を
改
組
し
て
で
き
た
教
部
省
か
ら
、
各
府
県

　
へ
布
達
さ
れ
て
い
る
（
『
太
政
類
典
』
第
二
編
二
六
六
巻
教
法
十
七
・
神
官
）
。

⑲
注
⑱
高
木
。

⑳
隅
太
政
類
典
㎞
第
一
編
四
五
巻
儀
網
・
諸
島
式
二
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
、

　
第
三
章
注
⑱
。

⑳
　
明
治
四
年
の
上
地
令
は
境
内
を
除
く
全
て
の
領
地
と
除
地
の
上
地
を
、
明
治
八

　
年
の
上
知
令
で
は
社
殿
の
敷
地
と
祭
典
の
広
場
以
外
の
、
付
近
の
山
林
・
田
畑
・

　
宅
地
・
不
毛
地
（
境
内
内
郭
属
地
）
の
上
地
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

　
明
治
七
年
に
逓
減
禄
制
が
公
布
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
は
、
社
領
の
旧
領
高
の
四
分

　
の
一
を
こ
の
年
に
給
さ
れ
る
も
の
の
、
二
年
目
か
ら
そ
の
一
〇
分
の
一
ず
つ
を
減

　
ら
し
一
〇
年
目
に
一
〇
分
の
一
、
一
一
年
目
に
あ
た
る
明
治
一
七
年
置
政
府
の
支

　
給
は
全
廃
さ
れ
た
（
第
三
章
注
④
『
京
都
の
歴
史
』
七
）
。
御
香
富
も
そ
の
例
外

　
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
第
三
章
注
④
魍
伏
見
叢
書
隔
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
こ
の
頃
の
苦
し
い
状
況
に
関
し
て
は
現
御
香
宮
神
社
宮
司
の
三
木
善
則
に
も
ご
教

　
示
頂
い
た
。

⑫
第
三
章
注
④
『
伏
見
叢
書
』
。

⑬
　
牧
原
憲
夫
「
文
明
開
化
論
」
（
凹
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一
六
、
一
九
九
四
年
、

　
岩
波
書
店
）
、
長
志
珠
絵
「
天
子
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
（
西
川
祐
子
・
荻
野
美
穂
編

　
『
共
同
研
究
男
性
論
㎞
、
一
九
九
九
年
、
人
文
書
院
）
、
高
寛
敏
「
神
功
皇
盾
物

　
語
の
形
成
と
展
開
偏
（
『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
三
八
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

⑭
　
塚
本
前
掲
論
文
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
W
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
「
征
韓
論
と
神
功
皇
后

　
絵
馬
」
（
網
野
善
彦
・
塚
本
学
・
富
田
登
編
欄
列
鵬
の
文
化
史
』
　
～
○
、
一
九
九

　
九
年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）
、
及
川
智
早
「
神
功
皇
后
伝
承
の

　
近
代
に
お
け
る
受
容
と
変
容
の
諸
相
」
（
『
国
文
学
研
究
』
一
四
八
、
二
〇
〇
六
年
、

　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
）
な
ど
。

㊧
　
幡
鎌
一
弘
「
明
治
初
年
の
宗
教
の
世
俗
化
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
天
理
大
学
学
報
』

　
四
八
巻
一
号
、
一
九
九
六
年
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
御
香
宮
は
一
八
世
紀
半
ば
に
は
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
の
霊
験
謳
を
確
立
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
幕
府
へ
庇
護
を
求
め
た
。
桂
女
は
幕
府
に
対

し
て
は
神
功
皇
后
の
武
運
長
久
の
利
益
を
語
っ
て
い
た
が
、
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
は
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
神
功
皇
后
の
安
産
・
庖
瘡
除
の
守
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札
勧
化
を
始
め
た
。
こ
の
勧
化
や
、
祇
園
会
の
占
出
山
・
両
船
鉾
の
活
動
に
よ
り
神
功
皇
后
の
安
産
・
庖
瘡
除
の
利
益
は
山
城
国
で
は
特
に
広

く
知
ら
れ
、
商
品
価
値
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
功
皇
后
由
緒
は
、
権
益
の
取
得
保
持
の
た
め
に
語
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
守
札
頒

布
な
ど
を
通
し
て
広
く
一
般
に
向
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
が
社
会
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
同
じ
神
功
皇
后
の
由

緒
を
語
る
御
香
々
と
桂
女
は
、
近
世
段
階
で
は
由
緒
を
語
る
対
象
や
目
的
が
異
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
慶
応
四
年
に
新
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
御
里
宮
の
訴
え
に
よ
っ
て
桂
女
の
勧
化
活
動
は
停
止
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
御
香

宮
が
維
新
期
の
変
革
を
生
き
抜
こ
う
と
し
て
起
こ
し
た
行
動
で
あ
っ
た
が
、
神
祇
官
お
よ
び
新
政
府
の
民
間
宗
教
者
排
斥
の
方
針
と
合
致
し
た

こ
と
で
、
御
香
宮
の
訴
え
は
新
政
府
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
御
綱
玉
が
引
き
継
い
だ
安
産
利
益
と
守
札
の
頒
布
は
、
御
香
宮
が
近
代
的

な
神
社
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
。

　
こ
の
維
新
期
の
両
者
の
相
論
は
、
一
九
世
紀
に
由
緒
へ
の
興
味
が
高
ま
っ
た
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
御
香
宮
・
桂
女
が
当
該
期
の
政
治
体
制

の
混
乱
に
対
処
す
る
中
で
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
御
墨
書
が
そ
の
後
、
桂
女
の
行
っ
て
い
た
安
産
・
庖
瘡
除
の
御
守
の
頒
布
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

始
め
た
こ
と
か
ら
は
、
御
香
餌
が
神
社
と
し
て
政
府
か
ら
国
家
祭
祀
を
行
う
民
衆
教
化
の
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
近
世
的
な
由
緒
に
基
づ
く
利
益
や
守
札
頒
布
を
取
り
込
む
こ
と
で
存
続
し
て
き
た
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
更
に
近
代
移
行
期
に
は
、
由
緒
を
語
る
主
体
の
性
質
に
よ
っ
て
は
呪
術
的
と
さ
れ
て
、
近
世
以
来
の
活
動
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

特
に
今
回
見
た
神
功
皇
后
の
よ
う
な
皇
族
に
関
わ
る
由
緒
を
語
る
場
合
、
近
世
に
多
様
に
存
在
し
て
い
た
由
緒
を
語
る
主
体
が
、
近
代
に
入
る

と
政
府
に
よ
り
淘
汰
さ
れ
る
。

　
吉
岡
拓
は
、
近
世
段
階
で
由
緒
に
よ
り
特
権
を
得
て
い
た
者
達
が
明
治
初
年
頃
に
天
皇
・
親
王
等
へ
接
近
を
図
る
際
、
そ
の
主
張
は
戊
辰
戦

争
に
よ
る
内
乱
期
に
は
認
め
ら
れ
て
も
、
近
代
国
家
構
築
の
中
で
や
が
て
否
定
さ
れ
る
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
吉
岡
は
惟
喬

親
王
の
由
緒
を
語
る
大
原
郷
士
を
検
討
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
近
世
後
期
に
港
内
の
他
住
民
と
の
差
異
化
を
図
っ
て
由
緒
を
形
成
し
、
慶
応
四

年
四
月
に
そ
の
由
緒
か
ら
新
政
府
へ
の
出
仕
嘆
願
を
行
い
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
拒
絶
し
た
場
合
に
郷
士
ら
が
反
政
府
的
活
動
に
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傾
倒
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
新
政
府
側
が
一
時
的
な
懐
柔
策
を
と
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
大
原
郷
士
は
続
け
て
明
治
五
年
以
降
、
士
族
編
入
を
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
る
が
、
同
一
四
年
に
は
こ
れ
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
扱
っ
た
神
功
皇
后
は
、
惟
喬
親
王
に
比
べ
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
少
し
時
代
は
下
る
が
、

神
功
皇
盾
は
天
皇
家
の
中
で
も
「
皇
祖
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
三
韓
征
伐
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
「
国
権
拡
張
」
の
象
徴
と
も
な
り
、
明
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
年
発
行
の
起
業
公
債
や
紙
幣
・
切
手
に
も
そ
の
肖
像
が
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
新
政
府
・
天
皇
家
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
人
物

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
神
功
皇
后
を
由
緒
に
語
っ
た
桂
女
の
活
動
停
止
と
い
う
判
断
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
大
原
郷
士
や
他
の
由
緒
主
張
者
と
異
な
り
、
桂
女
が
安
産
・
丁
霊
除
祈
願
と
い
う
宗
教
に
関
係
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
、

早
い
時
期
に
活
動
を
停
止
さ
せ
ら
れ
る
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
。
近
代
的
な
「
神
道
」
樹
立
の
動
き
の
中
で
は
、
桂
女
の
よ
う
に
宗
教
行
為
に

関
わ
っ
た
由
緒
主
張
者
は
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
桂
女
の
場
合
は
、
式
内
社
・
御
香
宮
か
ら
の
訴
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
活
動
の
停
止
を
早
め
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
戊
辰
戦
争
時

点
で
既
に
、
新
政
府
に
よ
る
近
世
的
な
由
緒
主
張
者
否
定
の
方
針
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
特
に
桂
女
は
、
神
功
皇
后
と
い
う
国
に
と
っ

て
特
に
重
要
な
皇
祖
に
由
緒
を
求
め
て
い
た
が
為
に
、
新
政
府
側
か
ら
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
近
世
に
社
会
に

認
め
ら
れ
て
い
た
商
品
価
値
を
持
つ
神
功
皇
后
の
安
産
・
風
立
除
利
益
は
、
近
代
を
迎
え
て
も
御
書
面
に
語
り
手
を
替
え
て
、
保
存
さ
れ
て
ゆ

く
。
こ
こ
か
ら
は
近
代
、
さ
ら
に
は
現
代
へ
と
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
、
近
世
の
由
緒
の
姿
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

①
第
三
章
注
⑮
羽
賀
。

②
は
じ
め
に
注
①
吉
岡
。
吉
岡
に
よ
れ
ば
、

そ
の
後
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
の
鋤

　
き
に
よ
り
、
明
治
～
八
年
に
再
び
大
原
郷
士
の
士
族
編
入
が
認
め
ら
れ
と
い
う
。

③
第
三
牽
注
⑬
牧
原
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
光
華
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
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　　The　lmage　of　Empress　JingU　from　Early　Modern　Times

to　the　Beginning　of　the　Modern　Period：　Gol〈6nomiya　Shrine

　　　　　　　　　and　the　Katsurame　of　Yamashiro　Province

by

KUZE　Nao

　　Recently，　research　on　the　early－modern　origin　stories　has　accumulated．

However，　the　relationship　between　the　subjects　that　share　the　same　origin

story　has　not　been　fully　addressed．　Furthermore　how　the　subjects　of　the

tales　dealt　with　Meiji　Restoration　has　not　been　clarified．　Therefore，　I

examine　Gok6nomiya　shrine　（at　Fushirni　in　Yamashiro　province）　and　the

Katsurame　in　this　paper　in　order　to　consider　these　issues．　Both　the　shrine

and　these　women　trace　their　origins　to　Empress　Jingit　and　Kyoto．　Empress

Jinga，　a　mythical　figure　who　appears　in　the　IVihen　Shohi　aBd　Kojihi，　is　said

to　have　to　led　an　attack　on　the　Korean　peninsula　during　her　pregnancy　and

vanquished　Silla．　After　returning　to　Japan，　she　gave　birth　to　Emperor　Ojin

（the　deity　Hachiman）．

　　In　early　modern　times，　Gok6nomiya　shriRe　sung　its　benefits　and　fortune　in

war　to　the　Tokugawa　government．　Gok6nomiya　shrine’s　story　of　origin　with

Empress　Jingtt　was　formed　through　the　creation　of　documents　used　in

｝itigation　and　applications　for　repairs．　On　the　other　hand，　the　Katsurame

boasted　of　benefits　iR　easy　delivery　and　the　elimination　of　smallpox　（hoMso一）　as

they　sold　amulets　under　the　protection　of　the　Tokugawa　government．　As　the

activities　of　the　shrine　and　the　women　differed　in　terms　of　the　purpose　and

objects，　they　could　co－exist　in　early　modern　times．　lt　should　be　noted　that

the　Katsurame　were　said　to　be　associated　with　Gok6nomiya　shrine，　but　it

now　clear　on　the　basis　of　my　examination　of　the　issue　that　they　were

unrelated　during　early　modern　times．

　　In　addition，　thanks　for　the　activities　of　the　Uradeyama　and　the　two

Funaboko　floats　of　the　Gion　Festival，　the　benefits　of　Empress　JingG’s　in　easy

delivery　and　the　elimination　of　smalipox　were　widely　known　in　Kyoto．　The

stories　of　Empress　Jing6’s　benefits　were　to｝d　not　oRly　in　order　to　gain

prestige，　but　were　also　told　in　order　to　se｝1　amulets　so　their　commodity　value
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was　recognized　by　the　society．

　　IR　1868　（immediately　after　the　Meiji　government），　the　Katurame　appealed

to　the　Meiji　government　for　the　protection　of　their　activities，　as　they　had

with　the　To｝〈ugawa　government　during　the　early　modern　period．　The　Meiji’

goverRrnent　recognized　their　appeal　once．　But　Gok6norniya　shrine　requested

that　the　Meiji　government　put　a　stop　to　the　Katsureme’s　activities　in　order

to　solve　their　management　issues．　Golc6nomiya　shrine　had　lost　the　assistaRce

of　the　Tokugawa　govemment，　so　they　sought　the　protection　of　the　Meiji

government．　This　request　was　accepted　by　the　Meiji’　government　because　it

was　consistent　with　their　policies　of　eliminating　magical　religious　acts　from

shrines　and　the　court．　As　a　result，　the　Katsurame’s　activities　were　stopped

The1r　activities　had　been　evaluated　as　unsuited　to　the　new　age　by　Meiji

government．

　　However　by　1901，　Gok6nomiya　shrine　had　incorporated　the　beRefits　of

easy　delivery　aRd　the　elimination　of　smallpox，　and　it　was　selling　the　amulets．

Gok6nomiya　was　transformed　into　a　modern　shrine　by　adopting　elements　of

an　early　modern　popular　religioR．

The　Transatlantic　Network　between　the　American　Committee　on

United　Europe　and　the　European　Movement，　Focusing　on　the

Drafting　of　a　Constitution　for　the　European　Political　Community

by

TAKATSU　Tomoko

　　The　aim　of　this　article　is　to　consider　the　formative　period　of　European

integratlon　from　the　close　of　the　Second　World　War　to　the　mid－195es

through　a　clarification　of　the　non－official　process　of　the　drafting　of　the

European　Political　CommuRity　Treaty　（EPC　Treaty）　from　a　transnational

perspective．

　　Previoits　studies　of　the　history　of　European　integration　have　been

criticized　for　strongly　defining　it　in　terms　of　national　histories　centered　on

aR　analysis　of　each　nation’s　government　and　ignoring　the　involvement　in　the

policy　of　integratioR　by　non－state　actors．　ln　contrast，　recent　scholarship　has

tended　to　emphasize　the　important　role　played　in　decision－making　on　the
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